
総務課介護保険指導室
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１ 指導監督業務の適切な実施について

介護サービス事業者（以下「事業者」という。）に対する指導監督については、高齢者

の尊厳を保持し良質なケアが提供される体制を継続させること及び高齢者への虐待を防

止することにより、介護保険制度への信頼性を維持し、制度の持続可能性を高めるため

の重要な役割の一翼を担っている。

制度創設以来、介護サービス事業所・施設（以下「事業所」という。）が増加するとと

もに、制度改正に伴うサービス種類の増加、加算等の充実、高齢者向け集合住宅に居宅

サービス事業所が併設された事業形態の増加など、指導監督に関わる環境は変化してい

る。

こうした変化に対応しつつ、利用者の自立支援及び尊厳の保持を図るため、指導監督

業務における集団指導や実地指導をより効果的かつ効率的に実施することが求められる。

各自治体においては、指導監督の目的を踏まえ、これらに対応した機能性の高い指導

監督が行えるよう、以下の事項に留意の上、指導監督にあたっていただくようお願いし

たい。

（１） 実地指導の標準化・効率化の推進について

① 実地指導の標準化・効率化運用指針

事業所に対する実地指導については、昨年５月に「介護保険施設等に対する実地指

導の標準化・効率化等の運用指針について」（令和元年５月２９日老指発０５２９第１

号 厚生労働省老健局総務課介護保険指導室長通知）を発出し、「実地指導の標準化・

効率化等の運用指針」（以下「標準化・効率化指針」という。）を定めたところである。

各自治体におかれては標準化・効率化指針の趣旨・目的、内容を踏まえて実地指導を

実施していただくようお願いする。

実地指導は「監査」とは異なり、あくまで事業所の育成・支援を基本とし、介護サ

ービスの質の確保及び適正な保険請求を促すことを目的として実施されるものであ

り、各事業所における利用者の生活実態、サービス提供状況、報酬基準の適合状況等

を直接確認しながら事業者の気づきを促すなど、よりよいケアの実現を図るために有

効な取組みである。

事業所が年々増加傾向にある中で（平成３０年４月１日現在３０．６万事業所）、平
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成３０年度の都道府県市の実地指導の実施率は、全国平均で１８．３％に留まってお

り、全国平均を大きく下回っている自治体もあることから、指定の有効期間（６年）

内に一度も実地指導を受けていない事業所が一定割合存在するということになる。標

準化・効率化指針は、こうした状況を背景に、「標準確認項目」及び「標準確認文書」

を定めることで実地指導における効率化を図り、事業所側・行政機関側双方の事務負

担を減らすことを目指している。

厚生労働省としては、少なくとも指定の有効期間内に 1 回は実施指導が行われるこ

とが望ましく、長期間にわたり実地指導を受けない事業所が多く存在することは、ひ

いてはサービス利用者の不利益につながる可能性が高いと考えている。

ついては、各自治体におかれては、標準化・効率化指針に基づき、より積極的な実

地指導の実施をお願いするとともに、特に指定の有効期間内に１回も実地指導を受け

ていない事業所に対しては、事業所の基準違反等の未然防止を念頭に、サービスの質

の確保及び利用者保護のため積極的に実施されたい。

なお、標準化・効率化指針に基づく実地指導において、確認しないこととした項目

や文書であっても、法令等の遵守は事業者の責務であり、確実に遵守すべきことはい

うまでもないことである。仮に実地指導において指定基準違反や不正請求等が疑われ

る場合には、事実関係を的確に把握するため「監査」を実施し、標準確認項目及び標

準確認文書以外のものについても調査することについて集団指導等を通じて事業者に

対し周知されたい。

② 介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会

少子高齢社会を背景に介護現場の人材不足が深刻さを増している中、介護現場の業

務を効率化し、介護職員等が利用者へのケアに集中できるようにすることや自治体の

負担軽減につなげるため、社会保障審議会介護保険部会に「介護分野の文書に係る負

担軽減に関する専門委員会」（座長：野口晴子 早稲田大学政治経済学術院教授）が設

置され、指定申請、報酬請求及び指導監査の各分野に関連する文書について、それぞ

れ簡素化、標準化、ICT 等の活用の３つの観点から議論が行われた。

その中間取りまとめ（令和元年１２月４日公表）において、標準化・効率化指針の

一層の周知徹底を図ることとされたほか、各自治体に対し特に次の点についての取組
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を依頼するよう示されたところである。

① 事業所に対し資料（文書等）の提出を求める場合の内容の重複防止

② 実地指導時の既提出文書の再提出不要の徹底

③ ICT を活用し関係書類を管理している事業所に対する実地指導においては、事業

所の PC 画面上で書類を確認するなど、事業者に配慮した実地指導を行うこと

ついては、以上を踏まえ、文書に関する負担軽減の観点から実地指導業務の点検及

び必要な見直しを図られたい。

また、上記中間取りまとめにおいて１～２年以内の取組として

「実地指導の頻度については多くした方が適正運営につながるとの意見と、過去

の実績に応じて実地指導の間隔を延ばすことも可能との意見と、両方の意見があ

る。また、併設事業所について実地指導を同一日にして欲しいとの要望がある。

これらを踏まえ、適切な事業所運営を担保することを前提に、実地指導の実施頻

度等について、さらなる効率化が図られるよう検討を行う。」

とされたところである。

このため、厚生労働省においては、今後、標準化・効率化指針に基づく実地指導の

実施状況等を把握するとともに、実地指導の実施頻度を含め、同指針の見直しの検討

に資するため全国の自治体を対象にアンケート調査を行う予定であるので、御協力い

ただくようお願いする。

（２）集団指導等の実施

集団指導は、事業者が適正なサービス提供を行うために遵守すべき制度内容の周知

徹底等を図るものであるため、毎年度、所管するすべての事業所を対象に実施願いた

い。

また、集団指導に当たっては、

・実地指導や監査において指摘の多かった事項

・行政処分を行った事業所がある場合には、処分の原因となった不正の概要やその

要因

等について分析を行い、注意喚起を図るなど、介護保険制度の理解やサービスの質の

向上を促すとともに、不正事案等の発生の未然防止や実地指導の効率化等に資するよ
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う、その内容や実施方法について工夫されたい。

さらに、労働関係法令違反が事業所の指定拒否や取消等の事由となる場合もあるこ

となどから、集団指導等の実施に当たり、都道府県労働局に情報提供の上、当該都道

府県労働局の職員から労働関係法令について周知する時間を設けるなどの対応をお願

いしたい。

このほか、事業開始時から指定基準や報酬請求に関する理解が不十分であること等

により行政処分の対象となる事例も見られるが、指定時に説明会を開催して注意事項

を伝達している自治体もあるので、こうした取組みも参考に、指導監督の効率化に資

する観点も考慮した対応も検討されたい。

なお、小規模な自治体等、単独の自治体のみで集団指導を行うことが困難な場合や

非効率な場合は、複数自治体の合同による集団指導の実施や、都道府県が都道府県内

で共通の資料を作成し支援する等、地域の実情に応じ効果的かつ効率的な対応を検討

されたい。

（３）現行の介護保険施設等実施指導マニュアルについて

介護保険施設等に対する実地指導については、上記（１）において、指定基準の適

合性の確認を行う上での標準的な確認項目、確認書類をお示しし、これにより自治体

が行う実地指導の標準化・効率化を図ったところであるが、今後は、適正な報酬請求

の確認事務の標準化・効率化を推進するため、現行の介護保険施設等実地指導マニュ

アル（平成 19 年２月７日付け厚生労働省老健局総務課介護保険指導室長通知「介護保

険施設等実地指導マニュアルについて（通知）」）の見直しを行う予定である。

このため、令和元年度老人保健健康増進等事業「介護保険施設等実地指導マニュア

ルの在り方に関する調査研究」（国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター）にお

いて全自治体に対しアンケート調査等を実施し、見直しに向けた論点整理を行ってい

るところである。

令和２年度においては、令和元年度に得られた成果を基に、介護保険施設等実地指

導マニュアルにおける報酬請求事務の確認の在り方について検討を行い、介護保険施

設等実地指導マニュアルの改正案を作成することを予定しており、各自治体のご協力

を依頼することもあり得るので、ご了知願いたい。
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（４）不正事案等における厳正な対応

介護保険制度における指導監督は、「介護保険施設等の指導監督について」（平成 18

年 10 月 23 日付け老発第 1023001 号厚生労働省老健局長通知）を踏まえ実施してい

る。

当該通知では、サービスの質の確保・向上を図ることを主眼とする「指導」と、指

定基準違反や不正請求等が疑われる場合に指定基準や報酬請求の内容等について挙証

資料等をもとに把握し、介護保険法第５章に定められた権限を行使する「監査」とを

明確に区分している。

各自治体においては、個々の事案を踏まえて「指導」と「監査」を適切に組み合わ

せて、効果的な指導監督を実施していただくようお願いする。

毎年度、運営基準違反や介護報酬の不正請求、利用者への虐待行為等により、指定

取消等の処分が行われているが、こうした事案は、利用者に著しい不利益が生じるの

みならず、介護保険制度全体の信頼を損なうものでもある。とりわけ虐待行為は、利

用者の尊厳を失わせる極めて重大な問題であり、「介護保険施設等指導指針」（以下「指

導指針」という。）において、あらかじめ通知したのではサービス提供状況が確認でき

ない場合には、事前に通知することなく実地指導を行うことも可能としている。

各自治体においては、通報、苦情等により、不正が疑われる事案を把握した場合に

は、的確に監査を行い、不正が確認された場合には、指定取消や指定の効力停止等の

厳正な対応をお願いしたい。

指定取消等の処分を行った際には、利用者保護の観点から、代替事業者によるサー

ビスの継続的利用が可能となるよう、関係自治体や居宅介護支援事業所等とも連携し

て、当該事業者に対して受け入れ先の確保を図るよう指導されたい。

また、居宅サービス事業所において不正があった場合、給付管理を行っていた居宅

介護支援事業所で不正の幇助が確認され、指定取消等の処分が行われる事案も見受け

られる。

このため、各市町村等においては、不正があった居宅サービス事業所の利用者の給

付管理を行っていた居宅介護支援事業所において、給付管理上の問題やサービス提供

に係るマネジメント上の問題がなかったか、実地指導や必要に応じて監査を実施して
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確認いただくようお願いしたい。

なお、最近の行政処分等に関する全国的な傾向については、資料を後掲しているの

で参考にされたい。

（５）住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅における過剰なサービス提供につ

いて

住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅やといった高齢者向け住まい

（以下「高齢者向け集合住宅」という。）は、高齢者の多様な住まいのニーズの受け皿

として重要な役割を果たしている一方で、併設する介護事業所から過不足のないサー

ビスが提供されているかどうかといった様々な課題も指摘されている。このため、平

成 30 年度予算において、これらの事業所に対する重点的な実地指導が推進されるよ

う、体制整備を支援する「高齢者向け集合住宅関連事業所指導強化推進事業」を創設

し、実施している。

令和２年度においては、集合住宅関連事業所への実地指導の実施回数が多い自治体

について、実施要綱を一部改正し、補助上限額の見直しを行うこととしているので、

本事業の積極的な活用について検討をお願いしたい。

〔事業概要〕

・高齢者向け集合住宅の入居者に介護サービスを提供している事業所に対して重点

的に実地指導を行う場合に、それらに要する経費を補助

・事業の全部もしくは一部を指定都道府県事務受託法人又は指定市町村事務受託法

人へ委託可能

・補助基準額は、１自治体あたり次の表のとおり実地指導を行う集合住宅関連事業

所数ごとの上限とし、予算の範囲内で交付するものとする。

１ 集合住宅数 ２ 集合住宅関連事業所数 ３ 補助額上限

５箇所以上

５以上１９事業所以下 3,000 千円

２０以上２９事業所以下 4,500 千円

３０事業所以上 6,000 千円

（注）下線変更点
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（６）指導監督の実施における留意点について

① 関係自治体等との連携

地域密着型サービスについては複数の市町村が指定している場合があるほか、居

宅介護支援事業所の指定権限が市町村移譲されて以降、サービス提供を行う事業所

と給付管理を行う居宅介護支援事業所の指定権者が異なる場合が出てくるなど、複

数の自治体が合同で実地指導や監査を行って不正事案等に対応することが、これま

で以上に求められる。

また、事業所で不正等が判明した場合には、同一の事業者が運営する他事業所や

介護サービス以外の保健福祉サービスにおいて不正等が疑われることもある。

このため、必要に応じて関係自治体や医療、障害者福祉、生活保護等の関係部局

と実地指導や監査の実施結果等について情報共有を図るなど、十分な連携を図られ

たい。

② 老人福祉法に基づく老人福祉施設に対する指導監査について

「老人福祉施設に係る指導監査について（通知）」（平成 12 年 5 月 12 日老発第

481 号厚生省老人保健福祉局長通知）においては、老人福祉法第 18 条の規定に基づ

く老人福祉施設に対する指導監査の基本的事項を「老人福祉施設指導監査指針」に

より定めている。

この中で、「一般監査は、原則として毎年１回は、実地に全対象老人福祉施設に対

し行うこととする。ただし、前年度における一般監査の結果、適正な運営が概ね確

保されていると認められる老人福祉施設等については、書面による一般監査の実施

が認められるものとする。」としているが、「地方分権改革に関する提案募集の実施

方針」（平成 26 年４月 30 日地方分権改革推進本部決定）に基づく平成 30 年地方か

らの提案募集において、社会福祉法人が経営する社会福祉施設への施設監査（一般

監査）周期の見直し（以下「措置の内容」参照）の提案が行われている。

（措置の内容）

前年度における施設監査（一般監査）の結果、適正な運営が確保されていると

認められた社会福祉施設（老人福祉施設、障害者支援施設等、児童福祉施設、生
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活保護法による保護施設）への一般監査（実地）の周期について、社会福祉法人

への法人監査と同時に実施できるようにするため、現行の原則２年に１回を、原

則３年に１回に見直すよう求める。なお、運営上、問題のある施設については、

翌年度も実地による施設監査を行う。

この提案事項については、平成 30 年 12 月 25 日に地方分権改革に関する「平

成 30 年の地方からの提案等に関する対応方針」（以下「閣議決定抜粋」参照）に

より次のとおり閣議決定されたところである。

（閣議決定抜粋）

（21）老人福祉法（昭 38 法 133）

（ⅱ）老人福祉施設に対する施設監査については、地方公共団体の事務負担の

軽減を図るため、利用者に対する処遇の質の確保に留意しつつ、監査事務

を効率化する方向で検討し、2019 年度中に結論を得る。その結果に基づい

て必要な措置を講ずる。

老人福祉法に基づく老人福祉施設の施設監査（一般監査）（以下「施設監査」と

いう。）の効率化方策については、１の（１）②で述べたとおり、「介護分野の文

書に係る負担軽減に関する専門委員会」中間取りまとめにおいて、介護保険の指

導監査の時期の取り扱いについて、「１～２年以内の取組」として、「適切な事業

所運営を担保することを前提に、実地指導の実施頻度等について、さらなる効率

化が図られるよう検討を行う」こととされたことから、介護保険施設との整合的

な見直しを図るため、同委員会での結論を待って必要な見直しを進め、令和２年

度中に結論を得る予定である。

③ その他

・非常災害への対応については、事業所の利用者には自力での避難が困難な方も含

まれている場合があることから、集団指導等において、利用者の安全確保及び非

常災害時の体制整備について徹底するようお願いしたい。また、実地指導におい

て、事業所が所在する地域の環境を踏まえた非常災害対策計画の策定や避難訓練

が行われているか確認し、必要に応じた助言等をお願いしたい。
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・昨今、セクシャル・マイノリティの人権に関しての報道等が取り上げられること

が多くある。人格を尊重する点においては、高齢者虐待はもとより、「ＬＧＢＴ」

（※）といった性的指向・性自認を持つ方に対しても配慮するよう、介護保険施

設等の指導に際しては、介護保険法、指定基準の規定を踏まえ、利用者の意思・

人格を尊重したサービス提供に努められるよう、指導の徹底をお願いしたい。

※ＬＧＢＴ…レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー

（７）指導監督等担当職員等研修の実施について

○ 指導監督等担当職員等研修の実施について

指導監督業務については、自治体間における指導内容の差異等が指摘されている

ほか、限られた人的資源の制約の中で効率的・効果的に実施していくことが求めら

れている。

そのため、厚生労働省においては、介護保険における指導監督業務の標準化に向

けて、運営基準や介護報酬の解釈に関するＱ＆Ａのホームページによる情報提供、

実地指導マニュアルの改訂等の取組みに加え、指導監督に係る専門的な知識の習得

等により指導監督業務に携わる担当職員の資質向上を図るための研修を開催してき

た。

来年度の研修については、概ね次の内容で検討を進めているが、詳細が決まり次

第お知らせすることとしているので、担当職員等の研修機会の確保にご配慮願いた

い。

令和２年度 介護保険指導監督等都道府県職員等研修（検討中）

○日 程：令和２年夏～秋頃に開催予定（研修期間は各２～３日間）

１ 都道府県・指定都市・中核市向け研修

第１回 都道府県職員 第２回 指定都市・中核市職員

○会 場：東京都内

○対象者：各都道府県（出先機関含む）及び指定都市、中核市において指導監督、業務管理体制

の監督業務に従事している職員
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２．事業者の業務管理体制に関する監督について

介護保険法においては、法令等遵守の義務の履行を確保し、指定取消事案等の不正行

為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図るため、業務

管理体制の整備を事業者に義務づけている。

事業者が、質の高いサービスを提供していくためには、とりわけ法人役員、法令遵守

責任者及び各事業所の管理者が、自ら法令等遵守の重要性について認識を深め、率先し

て改善を図っていくことが重要である。

各自治体においては、業務管理体制の整備を義務づけた趣旨を改めて確認いただき、

事業者に対する適切な助言等をお願いしたい。

（１）業務管理体制に関する届出事務等の適正な実施について

業務管理体制整備に関する届出は、介護保険事業に新たに参入したとき、届出事項

に変更が生じたとき又は届出先の区分に変更が生じたときは、遅滞なく行うこととさ

れている。

当室が行った都道府県等への事務ヒアリングにおいて、

・届出が未提出となっている事業者に対して届出を指導していない

２ 厚生労働省所管事業者向け研修

○会 場：東京都内

○対象者：介護サービス事業者のうち、厚生労働省が所管する事業者で、法令等遵守を担当する

部門の役職員

（法令遵守責任者、又は法令遵守担当部門に従事している業務管理体制の整備を担

当する職員）

令和２年度 介護保険指導監督等市町村職員研修（検討中）

○日 程：令和２年夏頃～秋頃の間に開催予定（研修期間は各２～３日間）

○会 場：全国７か所程度を予定

○対象者：一般市町村等において指導監督、業務管理体制の監督業務に従事している職員
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・業務管理体制の整備に関する制度等の周知が不十分

といった自治体が見受けられた。

各自治体においては、新規指定申請時、指定更新時、集団指導、実地指導といった

事業者と接する機会を捉えて、制度の周知や届出が未提出となっている事業者に提出

を指導するなど、届出受理業務に遺漏のないようお願いしたい。

また、届出を受けている事業者数と業務管理体制データ管理システムでの事業者数

に相違がある自治体が見受けられることから、新規参入時の登録及び変更事項につい

ては、その都度遅滞なく入力を行い、相違が生じないよう確認をお願いしたい。加え

て、業務管理体制整備に関する届出が行われていないことは、当然法令違反であるこ

とを認識の上、ご指導願いたい。

なお、事業者が関係書類を持参して届け出ている場合において郵送により届け出る

ことで事業者の事務負担の軽減が期待できる場合には、郵送化を推奨されたい。

（２）業務管理体制に関する確認検査について

① 一般検査

一般検査は、事業者が整備した業務管理体制について、定期的にその運用実態の

報告を求め、当該事業者の規模や組織形態等を勘案した上で有効に機能する仕組み

となっているか確認し、事業者の自主的な改善に向けて助言を行うものである。

一般検査の実施方法については、事業者の業務管理体制の整備・運用状況を適切

に確認できる方法であれば、実地検査に限らず書面によることも差し支えなく、事

業所指導に付加した一体的実施や社会福祉法人に対する指導監査と併せて行うこと

も可能としている。

当室が行った都道府県等への事務ヒアリングにおいて、

・一般検査を実施していない

・書面検査で確認された不備について事業者に必要な指導を行っていない

・書面検査に応じない事業者に対して提出を督促していない

といった自治体が見受けられた。

各自治体においては、計画的に一般検査を実施して事業者に対して必要な改善を

促すとともに、検査結果等を活用して集団指導等において業務管理体制の運用の参
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考となるような情報を提供する等の取組みを検討されたい。

また、書面検査も介護保険法に基づく検査であることから、未提出となっている

事業者に対しては督促を行い、督促に応じない場合は実地で検査を行うなどの対応

も検討されたい。

② 特別検査

事業所の指定等取消処分相当事案が発生した場合には、当該事業所を運営する事

業者に対して特別検査を行うこととしている。実施にあたっては、連座制の適用を

判断するための役員等の不正行為への組織的関与の有無の確認にとどまらず、不正

行為を未然に防止できなかった業務管理体制の不備についても検証し、必要に応じ

て改善勧告等を行われたい。

また、特別検査の実施の契機は、指定等取消処分に至った事案に限らず、効力停

止処分の事案についても積極的に行い、以後、介護サービスが適切に提供されるよ

う、業務管理体制の不備について検証し、再発防止策の策定等の改善を求められた

い。

なお、役員等の組織的関与が認められた場合には、連座制の適用によって同一サ

ービス類型内の新規指定及び既存の他事業所の指定更新が行われないため、適用を

受けた事業所の利用者は別の事業者が運営する事業所に移らなければならないとい

った不利益が生じることとなる。各自治体においては、こうした事案が生じないよ

う、様々な機会を通じて法令等を遵守した適正な事業運営の指導を徹底されたい。

（３）業務管理体制監督権限の権限移譲について

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律」（令和元年法律第 26 号。以下「第９次分権一括法」という。）が令和元

年 5 月 31 日に成立し、同年 6 月 7 日に公布されたところである。この第９次分権一

括法により介護保険法の一部が改正され、業務管理体制にかかる以下の事務・権限が

令和 3 年 4 月 1 日より都道府県から中核市へ移譲されることとなる。

（都道府県から中核市へ移譲される事務・権限）
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○全ての事業所等が一の中核市の区域内にある事業者の業務管理体制の届出の受理等

このため、中核市においては必要な体制等の整備を図るとともに、各都道府県にお

いては円滑な事務の引き継ぎ等にご協力願いたい。

なお、厚生労働省としては、令和 3 年 4 月の施行に向けて、国主催の研修会等にお

いて、新たに増える業務に係る知識・情報をお伝えするとともに、実務担当者間での

情報交換の場を設けるなど、中核市が円滑に新しい事務を実施できるよう努めてまい

りたい。

（４）業務管理体制監督権者と指定権者の連携

広域的に事業展開する事業者の場合、事業所の指定権者と業務管理体制の監督権者

が異なる場合には、事案に応じて厚生労働省、都道府県及び市町村が密接に連携を図

る必要があることから、円滑に指導監督業務を実施できるよう、関係機関の情報共有

について十分ご配意願いたい。

また、指定等取消処分相当事案が発生した場合には、指定権者から監督権者に対し

て速やかに情報提供を行い、特別検査の実施を要請していただくようお願いしたい。

３．国と自治体との情報共有及び指導監督体制の整備等について

（１）事業所に対する処分を行う場合の情報提供等

事業所の指定取消等の処分を行う際には、「介護保険法第 197 条第２項に基づく介

護保険施設等に対する介護保険法第５章の規定により行う行政処分に関する報告等に

ついて」（平成 28 年３月 30 日付け老指発 0330 第１号厚生労働省老健局総務課介護保

険指導室長通知）に基づき、聴聞や弁明の機会の付与の手続を行う前の段階で当室へ

必ず情報提供していただくよう引き続きお願いする。これについては、聴聞等の後に

報告される事案も見受けられることから、報告時期に留意されたい。

また、一般市町村等が行う地域密着型サービス事業所、総合事業を実施する事業所

及び居宅介護支援事業所に対する処分については、都道府県経由で情報提供していた

だくこととしているので、都道府県においては、遺漏のないよう管内市町村に周知さ
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れたい。

加えて、各自治体において特別検査を行った場合についても、速やかに当室あて情

報提供していただくよう、引き続きお願いしたい。

（２）自治体における指導監督体制の整備

一部の自治体においては、自治体の指導監督体制に比して所管する事業所数が多く、

また、急な監査業務等のため、事業所に対する十分な指導が行われていないところも

ある。各自治体においては、サービスの質の確保・向上を図る観点から、適切な指導

監督が実施できるよう、必要な人員の配置や介護保険制度を熟知した担当者の配置、

指定都道府県事務受託法人や指定市町村事務受託法人制度の活用の検討など、実施体

制の整備について、引き続きお願いしたい。

また、介護サービスの専門的知見を踏まえた事業所のケアの質の向上を図る観点か

ら、必要に応じて実地指導を担当する職員に介護支援専門員等の資格を有する職員等

を積極的に活用することも検討願いたい。

（３）その他

令和 2 年度においても、当室において、都道府県、指定都市、中核市のほか、一部

の一般市町村に対する事務ヒアリングを実施するとともに、事業者等との意見交換会

などを実施する予定であるので、ご了知願いたい。

なお、各自治体における指導監督の実施状況等について、 引き続き報告を依頼する

こととしているので、ご協力願いたい。

42



参考資料

43



１．指定取消・効力の停止処分のあった介護保険施設・
事業所等内訳【年度別】（平成１２年度～３０年度）

注 ： １）件数には、聴聞通知後に廃止届が提出された事業所数を含む。
注 ： ２）平成27年度以降には、介護予防・日常生活支援総合事業における指定の事業所を含む。
注 ： ３）効力の停止処分は、平成18年度から施行された。

指定取消・効力の停止処分のあった施設・事業所数（合計）：２，５９５事業所

（図１）
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２．指定取消・効力の停止処分のあった介護保険施設・

事業所等内訳【法人種類別】（平成３０年度） （図２）

指定取消・効力の停止処分のあった施設・事業所数（合計）：１５３事業所
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３．指定取消・効力の停止処分のあった介護保険施設・
事業所等内訳【サービス別】（平成３０年度）

注 ： １）各サービス毎の件数には、介護予防サービス分を含む。
２）件数には、聴聞通知後に廃止届が提出された事業所数を含む。

（図３）
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４．主な指定取消事由の年次推移
（平成２４年度～３０年度） （図４）
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注 ： １）各年度の指定取消件数を１００としたときの割合である。
２）件数には、聴聞通知後に廃止届が提出された事業所数を含む。
３）平成27年度以降の件数には、介護予防・日常生活支援総合事業における指定の事業所を含む。45



５．主な指定の効力の停止事由の年次推移
（平成２４年度～３０年度） （図５）
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注 ： １）各年度の指定の効力の停止件数を１００としたときの割合である。
２）指定の効力の停止件数は、一部と全部を合算した値である。
３）件数には、聴聞通知後に廃止届が提出された事業所数を含む。
４）平成27年度以降の件数には、介護予防・日常生活支援総合事業における指定の事業所を含む。

６．指定の取消事由・指定の効力の停止事由
（平成２９・３０年度） （図６）

注 ： １）指定取消・効力の停止における各年度の処分事由の合計を１００としたときの割合である。
２）指定取消には、聴聞通知後に廃止届が提出された事業所数を含む。
３）効力停止は、指定の効力の一部停止と全部停止を合算したものである。
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７．指定取消事由の状況（平成３０年度）

注 ： １） （ ）内は平成29年度に指定取消処分を受けた事業所件数である。
２） 件数には、聴聞通知後に廃止届が提出された事業所数を含む。
３） 複数の指定取消事由が該当する事業所については、各指定取消事由ごとに計上されるため、指定取消件数と各指定取消事由の合計は一致しない。

（図７）

人員について、
厚生労働省令で
定める基準を
満たすことが
できなくなった

設備及び
運営に関する
基準に従った、
適切な運営が
できなくなった

要介護者の
人格を尊重する
義務に違反した

介護給付費の
請求に関して
不正があった

帳簿書類の
提出命令等
に従わず、
又は虚偽の
報告をした
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虚偽の答弁をし、

又は検査を
拒み、妨げた

不正の手段により
指定を受けた

介護保険法
その他保健医療
若しくは福祉に
関する法律に
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違反した

その他

（根拠条文例）
第77条第1項第3号

（根拠条文例）
第77条第1項第4号

（根拠条文例）
第77条第1項第5号

（根拠条文例）
第77条第1項第6号

（根拠条文例）
第77条第1項第7号

（根拠条文例）
第77条第1項第8号

（根拠条文例）
第77条第1項第9号

（根拠条文例）
第77条第1項第10号

（根拠条文例）
第77条第1項第1号
第77条第1項第2号
第77条第1項第11号
第77条第1項第12号
第77条第1項第13号

指定訪問介護事業所 (24) 4 3 - 16 8 5 2 3 1

指定訪問看護事業所 (1) - - - 1 - - - - -

指定通所介護事業所 (2) - 1 - 2 - 1 1 - -

指定短期入所療養介護事業所 (1) - - - - - - - - 1

指定福祉用具貸与事業所 (1) - - - - - - 1 - -

指定特定福祉用具販売事業所 (1) - 1 - - - - 1 - 1

指定介護療養型医療施設 (1) - - - - - - - - 1

指定介護予防訪問看護事業所 (1) - - - - 1 - - - -

指定介護予防短期入所療養介護事業所 (1) - - - - - - - - 1

指定介護予防福祉用具貸与事業所 (1) - - - - - - 1 - -

指定特定介護予防福祉用具販売事業所 (1) - 1 - - - - 1 - 1

指定居宅介護支援事業所 (10) - 1 - 7 1 1 - - 6

指定認知症対応型通所介護事業所 (1) - - - 1 1 1 1 1 -

指定認知症対応型共同生活介護事業所 (1) - - - 1 - - 1 - -

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所 (1) - - - - - - - - 1

指定地域密着型通所介護事業所 (7) 2 1 - 4 2 1 2 - 2

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所 (1) - - - 1 1 1 1 1 -

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所 (1) - - - 1 - - 1 - -

第一号訪問事業 (14) - - - 3 1 - 1 9 8

第一号通所事業 (7) - - - 3 1 1 2 1 3

第一号生活支援事業 (1) - - - 1 - - - - -

合計 (79) 6 8 - 41 16 11 16 15 26

指定取消事由

根拠条文例
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８．指定の効力の停止事由の状況（平成３０年度）

注 ： １） （ ）内は平成29年度に指定の効力の停止処分を受けた事業所件数である。
２） 複数の効力の停止事由が該当する事業所については、各停止事由ごとに計上されるため、停止件数と各停止事由の合計は一致しない。

（図８）

一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部

指定訪問介護事業所 (5) (6) 1 - 1 1 - - 4 4 - 2 - 1 1 2 - 1 - 1

指定訪問看護事業所 (1) (1) - - - - - - 1 1 - - - - 1 - - - - -

指定通所介護事業所 (5) (3) - - 1 - - - 5 3 2 1 - 1 - - - - 1 -

指定短期入所生活介護事業所 (1) (0) 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - -

指定短期入所療養介護事業所 (2) (0) - - - - - - 2 - - - - - - - - - - -

指定特定施設入居者生活介護事業所 (1) (0) - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - -

介護老人保健施設 (3) (0) - - - - 1 - 2 - - - - - - - - - - -

指定介護予防訪問看護事業所 (1) (1) - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1

指定介護予防短期入所生活介護事業所 (1) (0) - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - -

指定介護予防短期入所療養介護事業所 (2) (0) - - - - - - - - - - - - - - - - 2 -

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所 (1) (0) - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -

指定居宅介護支援事業所 (3) (4) - - - 2 - - 2 3 - - - - - - - - 1 -

指定介護予防支援事業所 (0) (0) - - - - - - - - - - - - - - - - - -

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 (1) (0) 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - -

指定認知症対応型共同生活介護事業所 (5) (0) - - 1 - 3 - 1 - 1 - - - - - 2 - 1 -

指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 (0) (1) - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所 (1) (0) 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - -

看護小規模多機能型居宅介護事業所 (1) (0) 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - -

指定地域密着型通所介護事業所 (1) (2) - - - - - - 1 1 - - - - - - 1 - 1 1

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所 (4) (0) - - - - - - - - - - - - - - 3 - 1 -

第一号訪問事業 (4) (5) - - - - - - 2 1 - - - - - 1 2 3 - -

第一号通所事業 (3) (4) - - - - - - 1 - - - - - - - 3 4 1 -

第一号生活支援事業 (1) (0) - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -

合計 (47) (27) 5 1 4 3 5 - 22 13 3 3 - 2 6 3 15 8 9 3

（根拠条文例）
第77条第1項第8号

（根拠条文例）
第77条第1項第9号

（根拠条文例）
第77条第1項第10号

（根拠条文例）
第77条第1項第1号
第77条第1項第2号
第77条第1項第11号
第77条第1項第12号
第77条第1項第13号

質問に対し
虚偽の答弁をし、

又は検査を
拒み、妨げた

不正の手段により
指定を受けた

介護保険法
その他保健医療
若しくは福祉に
関する法律に
基づく命令に
違反した

その他

根拠条文例
（根拠条文例）

第77条第1項第3号
（根拠条文例）

第77条第1項第4号
（根拠条文例）

第77条第1項第5号
（根拠条文例）

第77条第1項第6号
（根拠条文例）

第77条第1項第7号

指定の効力の
停止事由

人員について、
厚生労働省令で
定める基準を
満たすことが
できなくなった

設備及び
運営に関する
基準に従った、
適切な運営が
できなくなった

要介護者の
人格を尊重する
義務に違反した

介護給付費の
請求に関して
不正があった

帳簿書類の
提出命令等
に従わず、
又は虚偽の
報告をした
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９．業務管理体制の整備に関する特別検査の実施結果
【年度別】 （平成２１年度～３０年度） （図９）

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 合計

8 37 20 27 49 46 61 68 58 42 416

行政指導に基づく
改善報告件数 0 6 3 2 4 13 13 9 5 8 63

改善勧告件数 2 9 8 19 32 28 33 29 33 17 210

改善命令件数 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 7

その他 6 22 9 6 13 5 12 26 20 17 136

注：その他の件数は特別検査を実施したが、改善指導等に至らなかった件数である。

（参考）
主な改善勧告理由

・法令遵守責任者の役割及び権限が不明確である。
･役職員に対して法令遵守の必要性や理解を深めるための取組を行っていなかったため、法令遵守に対する意識が不足しており、 内部牽制態勢も働かなかった。

実施件数

実
施
件
数
結
果
内
訳

特別検査実施事業者数（合計）：４１６事業者
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（１）平成３０年度の指導・監査・指定取消等の状況

第１表 平成３０年度介護サービスの種類別にみた指導の実施件数

第２表 平成３０年度介護サービスの種類別にみた監査実施事業所件数、監査後の指導・処分等件数

第３表 平成３０年度介護サービスの種類別にみた法人の種類別改善勧告件数

第４表 平成３０年度都道府県・指定都市・中核市別にみた改善勧告件数

第５表 平成３０年度介護サービスの種類別にみた法人の種類別指定の効力の停止（一部・全部）件数

第６表 平成３０年度都道府県・指定都市・中核市別にみた指定の効力の停止（一部・全部）件数

第７表 平成３０年度介護サービスの種類別にみた法人の種類別指定取消件数

第８表 平成３０年度都道府県・指定都市・中核市別にみた指定取消件数

第９表 平成３０年度介護サービスの種類別にみた効力の停止事由別指定の効力の停止（一部・全部）件数

第10表 平成３０年度介護サービスの種類別にみた取消事由別指定取消件数

第11表 平成３０年度介護サービスの種類別にみた指定取消・効力の停止期間別指定の効力の停止（一部・

全部）件数
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第１表 平成３０年度介護サービスの種類別にみた指導の実施件数

うち無通告に
よるもの

うち改善報告を
求めた事業所数

うち過誤調整を
指示した事業所数

指定訪問介護事業所 36,064 6,641 46 3,430 778

指定訪問入浴介護事業所 1,957 307 - 113 7

指定訪問看護事業所 11,498 1,894 12 986 219

指定訪問リハビリテーション介護事業所 1,432 183 - 74 7

指定居宅療養管理指導事業所 6,077 92 - 20 2

指定通所介護事業所 24,167 4,889 42 2,660 634

指定通所リハビリテーション事業所 2,347 463 1 226 38

指定短期入所生活介護事業所 11,623 3,081 15 1,263 162

指定短期入所療養介護事業所 1,370 523 - 201 57

指定特定施設入居者生活介護事業所 5,229 1,286 3 678 127

指定福祉用具貸与事業所 8,092 1,118 4 611 23

指定特定福祉用具販売事業所 8,129 1,111 4 546 10

指定介護老人福祉施設 8,089 2,983 32 1,597 341

介護老人保健施設 4,349 1,360 9 772 163

指定介護療養型医療施設 1,137 187 - 130 34

介護医療院 8 7 - 5 3

指定介護予防訪問介護事業所 193 6 - 5 -

指定介護予防訪問入浴介護事業所 1,783 274 - 95 6

指定介護予防訪問看護事業所 11,429 1,821 12 881 143

指定介護予防訪問リハビリテーション事業所 1,326 176 - 70 4

指定介護予防居宅療養管理指導事業所 5,727 91 - 21 3

指定介護予防通所介護事業所 306 35 - 1 -

指定介護予防通所リハビリテーション事業所 2,307 451 2 212 12

指定介護予防短期入所生活介護事業所 10,988 2,786 13 1,057 106

指定介護予防短期入所療養介護事業所 1,324 489 - 178 16

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所 4,774 1,095 2 548 83

指定介護予防福祉用具貸与事業所 7,985 1,107 4 592 17

指定特定介護予防福祉用具販売事業所 8,076 1,104 4 503 10

指定居宅介護支援事業所 41,268 6,225 35 3,239 1,242

指定介護予防支援事業所 4,791 586 - 207 6

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1,008 186 1 96 5

指定夜間対応型訪問介護事業所 236 43 1 15 1

指定認知症対応型通所介護事業所 4,286 644 2 315 48

指定小規模多機能型居宅介護事業所 5,538 1,169 16 646 116

指定認知症対応型共同生活介護事業所 14,140 2,967 34 1,621 268

指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 361 88 - 56 6

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所 2,250 604 5 309 63

看護小規模多機能型居宅介護事業所 498 142 1 87 20

指定地域密着型通所介護事業所 21,459 3,793 23 2,299 446

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所 3,895 560 1 229 29

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 4,926 966 9 489 64

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所 13,205 2,499 20 1,184 174

305,647 56,032 353 28,267 5,493

(参考)指導の実施率

所管事業所数
(A)

実施事業所数
(B)

実施率（％）
(B)/(A)

174,203 31,023 17.8

13,583 4,537 33.4

46,059 6,811 14.8

71,802 13,661 19.0

305,647 56,032 18.3

所管事業所数
(H30.4.1時点)

実施事業所数

介護サービスの種類

介護サービスの種類

指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス

合 計

介護保険施設サービス

指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所

指定地域密着型サービス（予防含む）

指定居宅サービス（予防含む）

介
護
保
険
施
設

サ
ー

ビ
ス

指
定
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス

指
定
地
域
密

着
型
介
護
予
防

サ
ー

ビ
ス

合 計

注：介護保険法第71条及び第72条によるみなし指定を受けた事業所は含まない。
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行政指導に基
づく改善報告

改善勧告 改善命令
指定の効力の

一部停止
指定の効力の

全部停止 指定取消2)

指定訪問介護事業所 224 69 50 - 5 6 24

指定訪問入浴介護事業所 6 2 2 - - - -

指定訪問看護事業所 27 7 2 - 1 1 1

指定訪問リハビリテーション介護事業所 8 3 1 - - - -

指定居宅療養管理指導事業所 10 5 - - - - -

指定通所介護事業所 89 38 15 - 5 3 2

指定通所リハビリテーション事業所 21 10 4 - - - -

指定短期入所生活介護事業所 69 40 13 - 1 - -

指定短期入所療養介護事業所 29 20 6 - 2 - 1

指定特定施設入居者生活介護事業所 33 18 13 - 1 - -

指定福祉用具貸与事業所 14 3 5 - - - 1

指定特定福祉用具販売事業所 13 2 4 - - - 1

指定介護老人福祉施設 73 46 17 - - - -

介護老人保健施設 41 25 11 - 3 - -

指定介護療養型医療施設 2 1 1 - - - 1

介護医療院 - - - - - - -

指定介護予防訪問介護事業所 16 8 4 - - - -

指定介護予防訪問入浴介護事業所 4 2 1 - - - -

指定介護予防訪問看護事業所 27 7 2 - 1 1 1

指定介護予防訪問リハビリテーション事業所 8 3 1 - - - -

指定介護予防居宅療養管理指導事業所 9 5 - - - - -

指定介護予防通所介護事業所 13 6 - - - - -

指定介護予防通所リハビリテーション事業所 41 27 4 - - - -

指定介護予防短期入所生活介護事業所 51 22 13 - 1 - -

指定介護予防短期入所療養介護事業所 24 17 6 - 2 - 1

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所 27 16 12 - 1 - -

指定介護予防福祉用具貸与事業所 14 3 5 - - - 1

指定特定介護予防福祉用具販売事業所 11 1 4 - - - 1

指定居宅介護支援事業所 158 56 19 - 3 4 10

指定介護予防支援事業所 15 5 1 - - - -

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 5 3 1 - 1 - -

指定夜間対応型訪問介護事業所 - - - - - - -

指定認知症対応型通所介護事業所 5 2 1 - - - 1

指定小規模多機能型居宅介護事業所 36 14 9 - - - -

指定認知症対応型共同生活介護事業所 83 42 14 1 5 - 1

指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 3 4 5 - - 1 -

指定地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護事業所 17 11 8 1 1 - 1

看護小規模多機能型居宅介護事業所 7 - 1 - 1 - -

指定地域密着型通所介護事業所 113 34 25 2 1 2 7

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所 6 2 1 - - - 1

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 25 8 7 - - - -

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所 61 31 13 - 4 - 1

第1号訪問事業所 122 38 19 - 4 5 14

第1号通所事業所 106 38 18 - 3 4 7

第1号生活支援事業所 11 6 - - 1 - 1

第1号介護予防支援事業所 2 - - - - - -

1,679 700 338 4 47 27 79

注 ： １） 立入検査事業所数と監査結果の状況（件数）の合計については、「改善報告を求めない指導」、「翌年度に指導、処分等の実施」、「一つの事業
所に複数回の指導等の実施」等の理由により合計件数は一致しない。

注 ： ２） 指定取消の件数には、聴聞通知後に廃止届が提出された事業所数を含む。

第２表 平成３０年度介護サービスの種類別にみた監査実施事業所件数、監査後の指導・処分等件数

介護サービスの種類 立入検査1)

事業所数

監査結果の状況（件数）
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第３表 平成３０年度介護サービスの種類別にみた法人の種類別改善勧告件数

総数 営利法人
特定非営利
活動法人

医療法人
社会福祉

法人
地方公共

団体
その他

指定訪問介護事業所 50 45 3 - 1 - 1

指定訪問入浴介護事業所 2 1 1 - - - -

指定訪問看護事業所 2 2 - - - - -

指定訪問リハビリテーション介護事業所 1 - - 1 - - -

指定居宅療養管理指導事業所 - - - - - - -

指定通所介護事業所 15 11 - 1 3 - -

指定通所リハビリテーション事業所 4 - - 4 - - -

指定短期入所生活介護事業所 13 3 - - 10 - -

指定短期入所療養介護事業所 6 - - 6 - - -

指定特定施設入居者生活介護事業所 13 11 - - - - 2

指定福祉用具貸与事業所 5 5 - - - - -

指定特定福祉用具販売事業所 4 4 - - - - -

指定介護老人福祉施設 17 - - - 17 - -

介護老人保健施設 11 - - 11 - - -

指定介護療養型医療施設 1 - - 1 - - -

介護医療院 - - - - - - -

指定介護予防訪問介護事業所 4 4 - - - - -

指定介護予防訪問入浴介護事業所 1 1 - - - - -

指定介護予防訪問看護事業所 2 2 - - - - -

指定介護予防訪問リハビリテーション事業所 1 - - 1 - - -

指定介護予防居宅療養管理指導事業所 - - - - - - -

指定介護予防通所介護事業所 - - - - - - -

指定介護予防通所リハビリテーション事業所 4 - - 4 - - -

指定介護予防短期入所生活介護事業所 13 3 - - 10 - -

指定介護予防短期入所療養介護事業所 6 - - 6 - - -

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所 12 10 - - - - 2

指定介護予防福祉用具貸与事業所 5 4 - 1 - - -

指定特定介護予防福祉用具販売事業所 4 3 - 1 - - -

指定居宅介護支援事業所 19 14 1 2 2 - -

指定介護予防支援事業所 1 - - - - 1 -

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1 1 - - - - -

指定夜間対応型訪問介護事業所 - - - - - - -

指定認知症対応型通所介護事業所 1 - - - 1 - -

指定小規模多機能型居宅介護事業所 9 4 1 3 1 - -

指定認知症対応型共同生活介護事業所 14 9 1 3 1 - -

指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 5 1 - - 4 - -

指定地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護事業所

8 - - - 8 - -

看護小規模多機能型居宅介護事業所 1 1 - - - - -

指定地域密着型通所介護事業所 25 22 2 - - - 1

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所 1 - - - 1 - -

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 7 4 1 1 1 - -

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所 13 9 - 3 1 - -

第1号訪問事業所 19 19 - - - - -

第1号通所事業所 18 13 1 1 2 - 1

第1号生活支援事業所 - - - - - - -

第1号介護予防支援事業所 - - - - - - -

338 206 11 50 63 1 7合 計
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第４表 平成３０年度都道府県・指定都市・中核市別にみた改善勧告件数

都道府県名 都道府県
管内

一般市区町村
（別掲）

指定都市
（別掲）

中核市
（別掲）

北海道 11 2 札幌市 - 函館市 4
青森県 - - 仙台市 16 旭川市 2
岩手県 - - さいたま市 6 青森市 -
宮城県 12 1 千葉市 1 八戸市 -
秋田県 2 - 横浜市 1 盛岡市 -
山形県 - - 川崎市 7 秋田市 -
福島県 - - 相模原市 - 福島市 -
茨城県 2 6 新潟市 1 郡山市 -
栃木県 - - 静岡市 - いわき市 4
群馬県 - - 浜松市 - 宇都宮市 -
埼玉県 - 1 名古屋市 - 前橋市 2
千葉県 7 1 京都市 - 高崎市 2
東京都 - 1 大阪市 34 川越市 3

神奈川県 - - 堺市 - 川口市 -
新潟県 - 2 神戸市 17 越谷市 -
富山県 - - 岡山市 - 船橋市 11
石川県 1 1 広島市 - 柏市 1
福井県 - 5 北九州市 - 八王子市 -
山梨県 5 - 福岡市 5 横須賀市 3
長野県 - - 熊本市 - 富山市 -
岐阜県 1 2 指定都市計 88 金沢市 -
静岡県 1 1 長野市 5
愛知県 3 1 岐阜市 -
三重県 4 - 豊橋市 -
滋賀県 - - 岡崎市 2
京都府 2 1 豊田市 3
大阪府 4 9 大津市 2
兵庫県 3 3 豊中市 -
奈良県 - - 高槻市 -

和歌山県 - 2 枚方市 -
鳥取県 1 - 八尾市 2
島根県 - 1 東大阪市 -
岡山県 - - 姫路市 3
広島県 1 2 尼崎市 -
山口県 - 5 明石市 -
徳島県 1 1 西宮市 -
香川県 1 - 奈良市 -
愛媛県 - 1 和歌山市 2
高知県 - - 鳥取市 2
福岡県 - 8 松江市 -
佐賀県 - - 倉敷市 -
長崎県 5 - 呉市 -
熊本県 30 1 福山市 2
大分県 - - 下関市 2
宮崎県 - 1 高松市 25

鹿児島県 - - 松山市 -
沖縄県 1 - 高知市 1

都道府県計 98 59 久留米市 1
長崎市 -

佐世保市 -
大分市 4
宮崎市 4

鹿児島市 1
那覇市 -

中核市計 93

都道府県・
指定都市・
中核市

計

338
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一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部

指定訪問介護事業所 5 6 4 5 - 1 1 - - - - - - -

指定訪問入浴介護事業所 - - - - - - - - - - - - - -

指定訪問看護事業所 1 1 1 1 - - - - - - - - - -

指定訪問リハビリテーション事業所 - - - - - - - - - - - - - -

指定居宅療養管理指導事業所 - - - - - - - - - - - - - -

指定通所介護事業所 5 3 5 1 - - - - - 2 - - - -

指定通所リハビリテーション事業所 - - - - - - - - - - - - - -

指定短期入所生活介護事業所 1 - - - - - - - 1 - - - - -

指定短期入所療養介護事業所 2 - - - - - 2 - - - - - - -

指定特定施設入居者生活介護事業所 1 - 1 - - - - - - - - - - -

指定福祉用具貸与事業所 - - - - - - - - - - - - - -

指定特定福祉用具販売事業所 - - - - - - - - - - - - - -

指定介護老人福祉施設 - - - - - - - - - - - - - -

介護老人保健施設 3 - - - - - 3 - - - - - - -

指定介護療養型医療施設 - - - - - - - - - - - - - -

介護医療院 - - - - - - - - - - - - - -

指定介護予防訪問介護事業所 - - - - - - - - - - - - - -

指定介護予防訪問入浴介護事業所 - - - - - - - - - - - - - -

指定介護予防訪問看護事業所 1 1 1 1 - - - - - - - - - -

指定介護予防訪問リハビリテーション事業所 - - - - - - - - - - - - - -

指定介護予防居宅療養管理指導事業所 - - - - - - - - - - - - - -

指定介護予防通所介護事業所 - - - - - - - - - - - - - -

指定介護予防通所リハビリテーション事業所 - - - - - - - - - - - - - -

指定介護予防短期入所生活介護事業所 1 - - - - - - - 1 - - - - -

指定介護予防短期入所療養介護事業所 2 - - - - - 2 - - - - - - -

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所 1 - 1 - - - - - - - - - - -

指定介護予防福祉用具貸与事業所 - - - - - - - - - - - - - -

指定特定介護予防福祉用具販売事業所 - - - - - - - - - - - - - -

指定居宅介護支援事業所 3 4 2 4 - - 1 - - - - - - -

指定介護予防支援事業所 - - - - - - - - - - - - - -

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1 - 1 - - - - - - - - - - -

指定夜間対応型訪問介護事業所 - - - - - - - - - - - - - -

指定認知症対応型通所介護事業所 - - - - - - - - - - - - - -

指定小規模多機能型居宅介護事業所 - - - - - - - - - - - - - -

指定認知症対応型共同生活介護事業所 5 - 3 - 1 - - - 1 - - - - -

指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 - 1 - - - - - - - 1 - - - -

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護事業所 1 - - - - - - - 1 - - - - -

看護小規模多機能型居宅介護事業所 1 - 1 - - - - - - - - - - -

指定地域密着型通所介護事業所 1 2 1 2 - - - - - - - - - -

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所 - - - - - - - - - - - - - -

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 - - - - - - - - - - - - - -

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所 4 - 3 - - - - - 1 - - - - -

第一号訪問事業 4 5 2 4 - 1 2 - - - - - - -

第一号通所事業 3 4 3 3 - - - - - 1 - - - -

第一号生活支援事業 1 - - - - - 1 - - - - - - -

第一号介護予防支援事業 - - - - - - - - - - - - - -

47 27 29 21 1 2 12 - 5 4 - - - -

- -74 50 3 12 9

第５表 平成３０年度介護サービスの種類別にみた法人の種類別指定の効力の停止（一部・全部）件数

介護サービスの種類
総数 営利法人

特定非営利
活動法人
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介
護
予
防
・

日
常
生
活
支
援

総
合
事
業

合 計

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

介
護
保
険
施
設

サ
ー
ビ
ス

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

指
定
地
域
密
着

型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

55



総数 一部停止 全部停止 総数 一部停止 全部停止 総数 一部停止 全部停止 総数 一部停止 全部停止

北海道 - - - - - - 札幌市 3 3 - 函館市 - - -

青森県 - - - - - - 仙台市 2 2 - 旭川市 2 2 -

岩手県 - - - - - - さいたま市 - - - 青森市 - - -

宮城県 1 1 - 1 1 - 千葉市 1 1 - 八戸市 3 3 -

秋田県 - - - - - - 横浜市 - - - 盛岡市 - - -

山形県 - - - - - - 川崎市 - - - 秋田市 - - -

福島県 - - - - - - 相模原市 - - - 福島市 - - -

茨城県 - - - - - - 新潟市 - - - 郡山市 - - -

栃木県 1 1 - 3 3 - 静岡市 - - - いわき市 - - -

群馬県 - - - - - - 浜松市 - - - 宇都宮市 - - -

埼玉県 1 1 - 2 2 - 名古屋市 - - - 前橋市 4 - 4

千葉県 - - - - - - 京都市 - - - 高崎市 2 2 -

東京都 - - - - - - 大阪市 4 - 4 川越市 - - -

神奈川県 - - - - - - 堺市 - - - 川口市 - - -

新潟県 - - - - - - 神戸市 4 4 - 越谷市 - - -

富山県 - - - - - - 岡山市 2 - 2 船橋市 - - -

石川県 1 1 - - - - 広島市 4 4 - 柏市 - - -

福井県 - - - - - - 北九州市 2 - 2 八王子市 - - -

山梨県 - - - - - - 福岡市 1 - 1 横須賀市 3 - 3

長野県 - - - - - - 熊本市 - - - 富山市 - - -

岐阜県 1 1 - - - - 指定都市計 23 14 9 金沢市 - - -

静岡県 2 1 1 - - - 長野市 - - -

愛知県 - - - - - - 岐阜市 - - -

三重県 - - - - - - 豊橋市 - - -

滋賀県 - - - - - - 岡崎市 - - -

京都府 - - - - - - 豊田市 3 3 -

大阪府 1 - 1 2 - 2 大津市 - - -

兵庫県 - - - 1 1 - 豊中市 2 2 -

奈良県 - - - - - - 高槻市 - - -

和歌山県 1 - 1 1 - 1 枚方市 - - -

鳥取県 - - - - - - 八尾市 - - -

島根県 - - - - - - 東大阪市 - - -

岡山県 - - - - - - 姫路市 - - -

広島県 - - - - - - 尼崎市 2 2 -

山口県 - - - - - - 明石市 - - -

徳島県 - - - - - - 西宮市 - - -

香川県 1 - 1 - - - 奈良市 - - -

愛媛県 - - - - - - 和歌山市 - - -

高知県 - - - - - - 鳥取市 - - -

福岡県 - - - 1 - 1 松江市 - - -

佐賀県 - - - - - - 倉敷市 - - -

長崎県 - - - - - - 呉市 - - -

熊本県 - - - - - - 福山市 - - -

大分県 - - - - - - 下関市 2 - 2

宮崎県 2 2 - - - - 高松市 3 3 -

鹿児島県 - - - - - - 松山市 - - -

沖縄県 1 1 - - - - 高知市 1 - 1

都道府県計 13 9 4 11 7 4 久留米市 - - -

長崎市 - - -

佐世保市 - - -

大分市 - - -

宮崎市 - - -

鹿児島市 - - -

那覇市 - - -

中核市計 27 17 10

総数 一部停止 全部停止

中核市（別掲）

都道府県・
指定都市・
中核市
計

74 47 27

第６表 平成３０年度都道府県・指定都市・中核市別にみた指定の効力の停止（一部・全部）件数

都道府県名

都道府県 管内一般市区町村（別掲） 指定都市（別掲）
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総数 営利法人
特定非営利
活動法人

医療法人
社会福祉

法人
地方公共

団体
その他

指定訪問介護事業所 24 22 1 1 - - -

指定訪問入浴介護事業所 - - - - - - -

指定訪問看護事業所 1 - - 1 - - -

指定訪問リハビリテーション事業所 - - - - - - -

指定居宅療養管理指導事業所 - - - - - - -

指定通所介護事業所 2 2 - - - - -

指定通所リハビリテーション事業所 - - - - - - -

指定短期入所生活介護事業所 - - - - - - -

指定短期入所療養介護事業所 1 - - 1 - - -

指定特定施設入居者生活介護事業所 - - - - - - -

指定福祉用具貸与事業所 1 1 - - - - -

指定特定福祉用具販売事業所 1 1 - - - - -

指定介護老人福祉施設 - - - - - - -

介護老人保健施設 - - - - - - -

指定介護療養型医療施設 1 - - 1 - - -

介護医療院 - - - - - - -

指定介護予防訪問介護事業所 - - - - - - -

指定介護予防訪問入浴介護事業所 - - - - - - -

指定介護予防訪問看護事業所 1 - - 1 - - -

指定介護予防訪問リハビリテーション事業所 - - - - - - -

指定介護予防居宅療養管理指導事業所 - - - - - - -

指定介護予防通所介護事業所 - - - - - - -

指定介護予防通所リハビリテーション事業所 - - - - - - -

指定介護予防短期入所生活介護事業所 - - - - - - -

指定介護予防短期入所療養介護事業所 1 - - 1 - - -

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所 - - - - - - -

指定介護予防福祉用具貸与事業所 1 1 - - - - -

指定特定介護予防福祉用具販売事業所 1 1 - - - - -

指定居宅介護支援事業所 10 9 - - 1 - -

指定介護予防支援事業所 - - - - - - -

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 - - - - - - -

指定夜間対応型訪問介護事業所 - - - - - - -

指定認知症対応型通所介護事業所 1 1 - - - - -

指定小規模多機能型居宅介護事業所 - - - - - - -

指定認知症対応型共同生活介護事業所 1 1 - - - - -

指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 - - - - - - -

指定地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護事業所

1 - - - 1 - -

看護小規模多機能型居宅介護事業所 - - - - - - -

指定地域密着型通所介護事業所 7 7 - - - - -

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所 1 1 - - - - -

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 - - - - - - -

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所 1 1 - - - - -

第一号訪問事業 14 14 - - - - -

第一号通所事業 7 7 - - - - -

第一号生活支援事業 1 1 - - - - -

第一号介護予防支援事業 - - - - - - -

79 70 1 6 2 - -

注 ： 聴聞通知後に廃止届が提出された事業所数を含む。

第７表 平成３０年度介護サービスの種類別にみた法人の種類別指定取消件数

介護サービスの種類
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第８表 平成３０年度都道府県・指定都市・中核市別にみた指定取消件数

都道府県名 都道府県
管内一般市区町村

（別掲）
指定都市
（別掲）

中核市
（別掲）

北海道 1 - 札幌市 - 函館市 -
青森県 - - 仙台市 - 旭川市 -
岩手県 - - さいたま市 - 青森市 -
宮城県 - - 千葉市 1 八戸市 -
秋田県 - - 横浜市 - 盛岡市 -
山形県 - - 川崎市 - 秋田市 -
福島県 - - 相模原市 - 福島市 -
茨城県 - - 新潟市 2 郡山市 -
栃木県 - - 静岡市 - いわき市 -
群馬県 - 1 浜松市 - 宇都宮市 -
埼玉県 2 2 名古屋市 - 前橋市 -
千葉県 - - 京都市 - 高崎市 -
東京都 - - 大阪市 5 川越市 -

神奈川県 1 - 堺市 - 川口市 -
新潟県 - - 神戸市 3 越谷市 -
富山県 - - 岡山市 - 船橋市 -
石川県 - - 広島市 - 柏市 -
福井県 - - 北九州市 4 八王子市 5
山梨県 - - 福岡市 7 横須賀市 -
長野県 - - 熊本市 - 富山市 -
岐阜県 - - 指定都市計 22 金沢市 -
静岡県 - - 長野市 -
愛知県 - 2 岐阜市 -
三重県 - - 豊橋市 -
滋賀県 - - 岡崎市 -
京都府 - - 豊田市 -
大阪府 - 8 大津市 -
兵庫県 - - 豊中市 2
奈良県 - - 高槻市 -

和歌山県 - - 枚方市 -
鳥取県 - - 八尾市 1
島根県 - - 東大阪市 -
岡山県 - - 姫路市 3
広島県 - - 尼崎市 7
山口県 - - 明石市 -
徳島県 1 4 西宮市 -
香川県 - - 奈良市 -
愛媛県 - - 和歌山市 3
高知県 - - 鳥取市 -
福岡県 - 3 松江市 1
佐賀県 - - 倉敷市 -
長崎県 - - 呉市 -
熊本県 7 - 福山市 -
大分県 1 - 下関市 -
宮崎県 - - 高松市 -

鹿児島県 1 1 松山市 -
沖縄県 - - 高知市 -

都道府県計 14 21 久留米市 -
長崎市 -

佐世保市 -
大分市 -
宮崎市 -

鹿児島市 -
那覇市 -

中核市計 22

注 ： 聴聞通知後に廃止届が提出された事業所数を含む。

都道府県・
指定都市・
中核市

計

79
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総数 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部

指定訪問介護事業所 11 5 6 1 - 1 1 - - 4 4 - 2 - 1 1 2 - 1 - 1

指定訪問入浴介護事業所 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

指定訪問看護事業所 2 1 1 - - - - - - 1 1 - - - - 1 - - - - -

指定訪問リハビリテーション事業所 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

指定居宅療養管理指導事業所 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

指定通所介護事業所 8 5 3 - - 1 - - - 5 3 2 1 - 1 - - - - 1 -

指定通所リハビリテーション事業所 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

指定短期入所生活介護事業所 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - -

指定短期入所療養介護事業所 2 2 - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - -

指定特定施設入居者生活介護事業所 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - -

指定福祉用具貸与事業所 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

指定特定福祉用具販売事業所 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

指定介護老人福祉施設 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

介護老人保健施設 3 3 - - - - - 1 - 2 - - - - - - - - - - -

指定介護療養型医療施設 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

介護医療院 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

指定介護予防訪問介護事業所 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

指定介護予防訪問入浴介護事業所 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

指定介護予防訪問看護事業所 2 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1

指定介護予防訪問リハビリテーション事業所 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

指定介護予防居宅療養管理指導事業所 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

指定介護予防通所介護事業所 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

指定介護予防通所リハビリテーション事業所 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

指定介護予防短期入所生活介護事業所 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - -

指定介護予防短期入所療養介護事業所 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 -

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -

指定介護予防福祉用具貸与事業所 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

指定特定介護予防福祉用具販売事業所 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

指定居宅介護支援事業所 7 3 4 - - - 2 - - 2 3 - - - - - - - - 1 -

指定介護予防支援事業所 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - -

指定夜間対応型訪問介護事業所 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

指定認知症対応型通所介護事業所 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

指定小規模多機能型居宅介護事業所 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

指定認知症対応型共同生活介護事業所 5 5 - - - 1 - 3 - 1 - 1 - - - - - 2 - 1 -

指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -

指定地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護事業所 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - -

看護小規模多機能型居宅介護事業所 1 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - -

指定地域密着型通所介護事業所 3 1 2 - - - - - - 1 1 - - - - - - 1 - 1 1

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 1 -

第一号訪問事業 9 4 5 - - - - - - 2 1 - - - - - 1 2 3 - -

第一号通所事業 7 3 4 - - - - - - 1 - - - - - - - 3 4 1 -

第一号生活支援事業 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -

第一号介護予防支援事業 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

74 47 27 5 1 4 3 5 - 22 13 3 3 - 2 6 3 15 8 9 3
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注 ： 複数の効力の停止事由が該当する事業所については、各事由ごとに計上されるため、効力の停止件数と各事由の合計は一致しない。

第９表 平成３０年度介護サービスの種類別にみた効力の停止事由別指定の効力の停止（一部・全部）件数

介護サービスの種類

指定の効力の
停止件数

効力の停止事由（複数回答）

人員について、
厚生労働省令で
定める基準を
満たすことが
できなくなった

設備及び
運営に関する
基準に従った、
適切な運営が
できなくなった

要介護者の
人格を尊重する
義務に違反した

介護給付費の
請求に関して
不正があった

帳簿書類の
提出命令等
に従わず、
又は虚偽の
報告をした

質問に対し
虚偽の答弁をし、

又は検査を
拒み、妨げた

不正の手段により
指定を受けた

介護保険法
その他保健医療
若しくは福祉に
関する法律に
基づく命令に
違反した

その他

（根拠条文例）
第77条第1項第3号

（根拠条文例）
第77条第1項第4号

（根拠条文例）
第77条第1項第10号

（根拠条文例）
第77条第1項第1号
第77条第1項第2号
第77条第1項第11号
第77条第1項第12号
第77条第1項第13号

指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス

指
定
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護
予
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ー
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（根拠条文例）
第77条第1項第5号

（根拠条文例）
第77条第1項第6号

（根拠条文例）
第77条第1項第7号

（根拠条文例）
第77条第1項第8号

（根拠条文例）
第77条第1項第9号

介
護
保
険
施
設

サ
ー

ビ
ス

59



人員について、
厚生労働省令で
定める基準を
満たすことが
できなくなった

設備及び
運営に関する
基準に従った、
適切な運営が
できなくなった

要介護者の
人格を尊重する
義務に違反した

介護給付費の
請求に関して
不正があった

帳簿書類の
提出命令等
に従わず、
又は虚偽の
報告をした

質問に対し
虚偽の答弁をし、

又は検査を
拒み、妨げた

不正の手段により
指定を受けた

介護保険法
その他保健医療
若しくは福祉に
関する法律に
基づく命令に
違反した

その他

（根拠条文例）
第77条第1項第3号

（根拠条文例）
第77条第1項第4号

（根拠条文例）
第77条第1項第5号

（根拠条文例）
第77条第1項第6号

（根拠条文例）
第77条第1項第7号

（根拠条文例）
第77条第1項第8号

（根拠条文例）
第77条第1項第9号

（根拠条文例）
第77条第1項第10号

（根拠条文例）
第77条第1項第1号
第77条第1項第2号
第77条第1項第11号
第77条第1項第12号
第77条第1項第13号

指定訪問介護事業所 24 4 3 - 16 8 5 2 3 1

指定訪問入浴介護事業所 - - - - - - - - - -

指定訪問看護事業所 1 - - - 1 - - - - -

指定訪問リハビリテーション事業所 - - - - - - - - - -

指定居宅療養管理指導事業所 - - - - - - - - - -

指定通所介護事業所 2 - 1 - 2 - 1 1 - -

指定通所リハビリテーション事業所 - - - - - - - - - -

指定短期入所生活介護事業所 - - - - - - - - - -

指定短期入所療養介護事業所 1 - - - - - - - - 1

指定特定施設入居者生活介護事業所 - - - - - - - - - -

指定福祉用具貸与事業所 1 - - - - - - 1 - -

指定特定福祉用具販売事業所 1 - 1 - - - - 1 - 1

指定介護老人福祉施設 - - - - - - - - - -

介護老人保健施設 - - - - - - - - - -

指定介護療養型医療施設 1 - - - - - - - - 1

介護医療院 - - - - - - - - - -

指定介護予防訪問介護事業所 - - - - - - - - - -

指定介護予防訪問入浴介護事業所 - - - - - - - - - -

指定介護予防訪問看護事業所 1 - - - - 1 - - - -

指定介護予防訪問リハビリテーション事業所 - - - - - - - - - -

指定介護予防居宅療養管理指導事業所 - - - - - - - - - -

指定介護予防通所介護事業所 - - - - - - - - - -

指定介護予防通所リハビリテーション事業所 - - - - - - - - - -

指定介護予防短期入所生活介護事業所 - - - - - - - - - -

指定介護予防短期入所療養介護事業所 1 - - - - - - - - 1

指定介護予防特定施設
入居者生活介護事業所 - - - - - - - - - -

指定介護予防福祉用具貸与事業所 1 - - - - - - 1 - -

指定特定介護予防福祉用具販売事業所 1 - 1 - - - - 1 - 1

指定居宅介護支援事業所 10 - 1 - 7 1 1 - - 6

指定介護予防支援事業所 - - - - - - - - - -

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 - - - - - - - - - -

指定夜間対応型訪問介護事業所 - - - - - - - - - -

指定認知症対応型通所介護事業所 1 - - - 1 1 1 1 1 -

指定小規模多機能型居宅介護事業所 - - - - - - - - - -

指定認知症対応型共同生活介護事業所 1 - - - 1 - - 1 - -

指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 - - - - - - - - - -

指定地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護事業所 1 - - - - - - - - 1

看護小規模多機能型居宅介護事業所 - - - - - - - - - -

指定地域密着型通所介護事業所 7 2 1 - 4 2 1 2 - 2

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所 1 - - - 1 1 1 1 1 -

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 - - - - - - - - - -

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所 1 - - - 1 - - 1 - -

第一号訪問事業 14 - - - 3 1 - 1 9 8

第一号通所事業 7 - - - 3 1 1 2 1 3

第一号生活支援事業 1 - - - 1 - - - - -

第一号介護予防支援事業 - - - - - - - - - -

79 6 8 - 41 16 11 16 15 26

２） 聴聞通知後に廃止届が提出された事業所数を含む。

合 計

注 ： １） 複数の取消事由が該当する事業所については、各取消事由ごとに計上されるため、指定取消件数と各取消事由の合計は一致しない。

第１０表 平成３０年度介護サービスの種類別にみた取消事由別指定取消件数

介護サービスの種類
指定取消

件数

取消事由（複数回答）

指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス

指
定
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス

介
護
保
険
施
設

サ
ー

ビ
ス

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス

指
定
地
域
密
着
型

介
護
予
防

サ
ー

ビ
ス

介
護
予
防
・

日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
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１～３月 ４～６月 ７～９月 １０～１２月 １～３月 ４～６月 ７～９月 １０～１２月

指定訪問介護事業所 36 4 1 - - 3 2 1 - 25

指定訪問入浴介護事業所 - - - - - - - - - -

指定訪問看護事業所 3 - - - 1 1 - - - 1

指定訪問リハビリテーション事業所 - - - - - - - - - -

指定居宅療養管理指導事業所 - - - - - - - - - -

指定通所介護事業所 10 2 3 - - 2 1 - - 2

指定通所リハビリテーション事業所 - - - - - - - - - -

指定短期入所生活介護事業所 1 - 1 - - - - - - -

指定短期入所療養介護事業所 3 - 2 - - - - - - 1

指定特定施設入居者生活介護事業所 1 - 1 - - - - - - -

指定福祉用具貸与事業所 1 - - - - - - - - 1

指定特定福祉用具販売事業所 1 - - - - - - - - 1

指定介護老人福祉施設 - - - - - - - - - -

介護老人保健施設 3 1 2 - - - - - - -

指定介護療養型医療施設 1 - - - - - - - - 1

介護医療院 - - - - - - - - - -

指定介護予防訪問介護事業所 2 - - - - - - - - 2

指定介護予防訪問入浴介護事業所 - - - - - - - - - -

指定介護予防訪問看護事業所 3 - - - 1 1 - - - 1

指定介護予防訪問リハビリテーション事業所 - - - - - - - - - -

指定介護予防居宅療養管理指導事業所 - - - - - - - - - -

指定介護予防通所介護事業所 1 - - - - - - - - 1

指定介護予防通所リハビリテーション事業所 - - - - - - - - - -

指定介護予防短期入所生活介護事業所 1 - 1 - - - - - - -

指定介護予防短期入所療養介護事業所 3 - 2 - - - - - - 1

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所 1 - 1 - - - - - - -

指定介護予防福祉用具貸与事業所 1 - - - - - - - - 1

指定特定介護予防福祉用具販売事業所 1 - - - - - - - - 1

指定居宅介護支援事業所 17 2 1 - - 2 2 - - 10

指定介護予防支援事業所 - - - - - - - - - -

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1 - 1 - - - - - - -

指定夜間対応型訪問介護事業所 - - - - - - - - - -

指定認知症対応型通所介護事業所 1 - - - - - - - - 1

指定小規模多機能型居宅介護事業所 - - - - - - - - - -

指定認知症対応型共同生活介護事業所 6 2 3 - - - - - - 1

指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 1 - - - - 1 - - - -

指定地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護事業所

2 - 1 - - - - - - 1

看護小規模多機能型居宅介護事業所 1 - - - 1 - - - - -

指定地域密着型通所介護事業所 10 1 - - - 2 - - - 7

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所 1 - - - - - - - - 1

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 - - - - - - - - - -

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所 5 1 3 - - - - - - 1

第一号訪問事業 23 3 1 - - 3 1 1 - 14

第一号通所事業 14 3 - - - 4 - - - 7

第一号生活支援事業 2 1 - - - - - - - 1

第一号介護予防支援事業 - - - - - - - - - -

157 20 24 - 3 19 6 2 - 83

注：１） 取消の件数には、聴聞通知後に廃止届が提出された事業所数を含む。

第１１表 平成３０年度介護サービスの種類別にみた指定取消・効力の停止期間別指定の効力の停止（一部・全部）件数

総数
一部停止 全部停止

取消1)

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

介
護
保
険
施
設

サ
ー

ビ
ス

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

指
定
地
域
密

着
型
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス

介
護
予
防
・

日
常
生
活
支
援

総
合
事
業

合計
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（２）年度別の指定取消等の状況

第１表 都道府県別にみた年度別指定の効力の停止（一部・全部）件数（平成１８年度～３０年度）

第２表 都道府県別にみた年度別指定取消件数（平成１２年度～３０年度）

第３表 指定取消等の年度別にみた介護給付費の返還額の状況（平成１２年度～３０年度）
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一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部

北海道 - - - - - - - - - - - - 3 - 3 1 13 2 5 12 10 - 2 1 5 - 57

青森県 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 3

岩手県 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

宮城県 - - - - - 2 - - 2 - 3 - 1 - - - 4 4 6 - 1 - - - 4 - 27

秋田県 - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - 2 - - - - - - - 6

山形県 - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - 1 - - - - - 3

福島県 - - - - - - - - - - - - 2 4 - - 9 - - - 4 - 2 - - - 21

茨城県 - - - - 3 - 2 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 8

栃木県 - - - - - - - - - - 1 1 1 - 4 - 3 - - - - - 5 - 4 - 19

群馬県 - - - - - - - - - - - - 2 - 2 4 2 - - 6 2 - 4 4 2 4 32

埼玉県 - - - - 3 - - - - - - - - - 2 - - - 1 1 2 - - 3 3 - 15

千葉県 - - - - 4 - 2 - - - - - - 1 4 2 7 7 1 - - - 5 - 1 - 34

東京都 - 1 1 - - 1 46 - 2 - 3 - 2 - 1 1 8 - 2 3 - - - - - - 71

神奈川県 - - - - 3 - - - - - 6 - - - 3 - 4 - 3 2 2 10 3 6 - 3 45

新潟県 - - - - - - - - - - 7 - - - 3 - 2 - 3 - 2 - - - - - 17

富山県 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

石川県 - - - - - - 1 - 2 - 4 6 - - - - - - - - - - - - 1 - 14

福井県 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

山梨県 - - 2 - - - - - - - - - 2 - - - 2 - - - - - - - - - 6

長野県 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1

岐阜県 - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 1 - 3

静岡県 - - - - - - - - 1 - 10 4 - 2 10 - 3 2 2 - 1 4 - 3 1 1 44

愛知県 - - - - - - - - - - 14 - - - 10 - 6 - 9 1 3 - 3 1 3 - 50

三重県 - - - - 1 2 5 2 1 2 - - 1 1 7 2 1 - 1 - - 2 - - - - 28

滋賀県 - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3

京都府 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 2 3 - - 6

大阪府 - - - - - - - - - - - 8 1 5 16 6 2 4 12 7 12 7 2 5 2 7 96

兵庫県 - - - - - - - - - - - - 4 - - 6 3 - 2 4 3 2 3 3 7 - 37

奈良県 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 2 - - - - - - - 3

和歌山県 - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - 1 - 7 - 2 - - 2 16

鳥取県 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

島根県 - - - - - - 1 - - 1 - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 4

岡山県 - - - - - - - 3 - - 1 - - 1 - 2 - 6 1 - - - - - - 2 16

広島県 - - - - - - 2 - - 1 - - 2 - - - 2 - 2 - 1 - 4 - 4 - 18

山口県 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - 2 1 3 - 2 10

徳島県 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 2

香川県 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 4 - - 2 4 8 6 3 1 29

愛媛県 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1

高知県 - - - - - - 2 - 1 - - 6 - - - - - - - - 1 2 - - - 1 13

福岡県 - - - - - - - - - - - - - 1 2 - 1 - 1 - - - 2 - - 4 11

佐賀県 - - - - - - - - - - - - - - 6 - 7 - 1 - 3 - - - - - 17

長崎県 - 4 - - - - - - - - - 2 3 5 - - - 2 - 4 7 - 2 - - - 29

熊本県 - 1 - - - - - 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 4

大分県 - - 1 2 - 2 - 1 - - - 2 - 4 2 - - - - - - - - - - - 14

宮崎県 - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - 5 - 1 - - - 2 - 12

鹿児島県 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 2 - - - - 5

沖縄県 - - 1 - - - - - - - 3 - - 1 - - 2 2 - 2 - - - - 1 - 12

- 6 5 3 14 7 61 8 11 4 57 29 28 29 83 26 83 35 66 42 68 35 50 38 47 27

第１表 都道府県別にみた年度別指定の効力の停止（一部・全部）件数（平成１８年度～３０年度）

平成
27年度

15 86 57 109 118

合計

合 計 862
8 21 69

都道府県名

平成
19年度

平成
29年度

平成
30年度

7488

注：各都道府県の数値には、指定都市及び中核市分を含む。

平成
28年度

103

平成
20年度

平成
21年度

平成
22年度

平成
23年度

108

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
18年度

6
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北海道 - 3 11 7 4 16 3 2 8 - 4 5 2 2 - - 5 - 1 73

青森県 - - - 2 - - 1 - 1 - 2 1 - - 4 11 4 - - 26

岩手県 - - - - 2 1 1 2 - - - - 2 - - - 2 - - 10

宮城県 - - 2 - 8 1 - 2 6 3 - 2 - 2 1 - 1 3 - 31

秋田県 - - - - - - - - - - - - 2 - 3 - - - - 5

山形県 - - - - 2 1 - - - - - - 2 - - 1 - 3 - 9

福島県 1 - - - 6 2 - 7 2 1 - - - 4 - 2 - 2 - 27

茨城県 - - - 3 - 2 - 11 1 3 - 2 2 5 - - - - - 29

栃木県 1 - 3 4 2 1 - 1 7 - - - - 1 - 4 - - - 24

群馬県 - 1 4 3 2 - 2 1 4 2 - - - 3 6 5 3 11 1 48

埼玉県 - 6 2 - - - 4 - 6 5 1 - - 2 - 1 4 13 4 48

千葉県 - - 1 - 6 - 2 4 10 - - - 2 3 13 2 - - 1 44

東京都 - 3 4 3 5 4 24 19 15 6 10 6 - - - - 5 - 5 109

神奈川県 - - 1 - 1 3 2 - 2 3 3 - - 12 4 10 10 14 1 66

新潟県 - 3 - - - - - - - - - - - 2 - - 1 - 2 8

富山県 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 2

石川県 - - - - - - - - - - - 8 - - - - - - - 8

福井県 - - - - 2 10 - 2 - - - - - - - 3 - - - 17

山梨県 - - - - - - - - - - - 5 - - - - - 2 - 7

長野県 - - - 4 - - - 4 - - - 3 1 - 2 1 - - - 15

岐阜県 - - 3 3 3 - - - - - 2 2 - - 4 - - - - 17

静岡県 - - 3 - 1 2 2 1 - 4 8 12 4 4 1 - 4 7 - 53

愛知県 - - 3 1 2 3 - 5 - - - - - - 5 5 14 8 2 48

三重県 - 4 - 1 - - - - 7 2 7 - 1 3 - - - - - 25

滋賀県 - - 1 3 7 2 2 1 - - - 1 - - 10 - - - - 27

京都府 - 3 30 12 1 10 3 - - - - - - - 8 6 2 - - 75

大阪府 1 2 10 5 9 2 3 6 2 12 19 - 5 12 7 25 34 48 16 218

兵庫県 - 1 2 - 1 1 6 9 4 2 8 2 - 4 10 9 1 5 13 78

奈良県 - - 2 1 - - 3 - - 3 2 - - - - 2 4 3 - 20

和歌山県 1 - - 3 - - - - - 5 3 3 9 - - - 3 4 3 34

鳥取県 - - - - - - - - - - - 2 - - - 6 5 3 - 16

島根県 - - - - - - - - - - 1 - - - 2 - 2 2 1 8

岡山県 - - - - - 2 - 8 9 6 1 2 2 2 - - - 3 - 35

広島県 - - - 6 - - 1 - 1 1 5 2 8 12 2 5 9 10 - 62

山口県 - - 2 - - - - - - - - 1 - 3 2 3 - - - 11

徳島県 - - - 1 1 1 - - - - 13 5 9 9 2 2 3 - 5 51

香川県 - - 2 2 - 8 - - - - - - - 2 - - - - - 14

愛媛県 - - - - 2 2 - 1 2 8 - 2 2 3 - 2 - - - 24

高知県 - - - - - 2 1 5 10 - - 2 2 - - - - 12 - 34

福岡県 - - - 20 3 8 7 - 2 3 1 - - 2 - 4 7 13 14 84

佐賀県 - - - 1 - 2 - 3 3 - - - - 5 2 - 2 - - 18

長崎県 - 3 - 1 - 1 - - - - 3 2 3 9 - 6 7 - - 35

熊本県 1 - 1 1 1 4 - 3 - 2 8 10 5 - - - 4 - 7 47

大分県 - - - - 5 - - - 6 3 2 - - 1 6 2 - - 1 26

宮崎県 2 - 1 3 2 2 3 - 3 - - - - 2 - 2 5 - - 25

鹿児島県 - - - 13 2 2 3 - 5 - - - - - - - - 3 2 30

沖縄県 - - - 2 1 1 - - - 8 - - - - - - - - - 12

合 計 7 29 90 105 81 96 73 97 116 82 103 80 63 109 94 119 141 169 79 1,733

平成
12年度

注：１）聴聞通知後に廃止届が提出された事業所数を含む。
注：２）各都道府県の数値には、指定都市及び中核市分を含む。
注：３）平成27年度以降の件数には、介護予防・日常生活支援総合事業における指定の事業所を含む。

第２表 都道府県別にみた年度別指定取消件数（平成１２年度～３０年度）

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

合計
平成

27年度
平成

20年度
平成

21年度
平成

22年度
平成

23年度
都道府県名

平成
13年度

平成
28年度

平成
30年度

平成
29年度

平成
14年度

平成
16年度

平成
17年度

平成
18年度

平成
19年度

平成
15年度
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第３表 指定取消等の年次別にみた介護給付費の返還額の状況
（平成30年度末時点）

返還請求額 返還済額 不納欠損額 未済額

平成12年度 7 6 30 30 - -

平成13年度 29 25 225 139 15 72

平成14年度 90 66 1,601 661 623 316

平成15年度 105 84 1,569 662 610 297

平成16年度 81 65 1,050 551 319 180

平成17年度 96 75 1,302 931 261 109

平成18年度 79 49 537 151 163 222

平成19年度 105 89 2,451 2,032 246 173

平成20年度 137 88 1,279 612 369 298

平成21年度 151 63 581 321 176 84

平成22年度 118 85 1,498 695 735 68

平成23年度 166 102 3,861 1,940 145 1,775

平成24年度 120 78 338 215 33 90

平成25年度 218 142 1,404 735 283 386

平成26年度 212 125 822 663 68 90

平成27年度 227 138 568 364 30 174

平成28年度 244 135 920 460 24 436

平成29年度 257 146 1,191 808 6 377

平成30年度 153 83 797 317 - 480

合計 2,595 1,644 22,024 12,288 4,108 5,628

指定取消等年次
指定取消等
事業所数

返還対象
事業所数

返還額の状況（単位：百万円）

注：１）指定取消等事業所数は、指定取消（聴聞通知後に廃止届が提出された事業所を含む）、指定の効力の一部又は
全部停止を行った数である。

２）返還対象事業所数には、返還額の有無について精査中である事業所も含む。
３）返還請求額には、加算金の額を含む。
４）未済額には、分割納付等による返還予定の額を含む。

１） ２）

３） ４）
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第１表 業務管理体制の整備に関する届出事業者数（総括表）

第２表 業務管理体制の整備に関する届出事業者数（都道府県所管分）

第３表 業務管理体制の整備に関する届出事業者数（指定都市・中核市所管分）

第４表 業務管理体制の整備に関する届出事業者数・一般検査の実施状況（法人の種類別）

第５表 業務管理体制の整備に関する届出事業者数・一般検査の実施状況（事業者規模区分別）

第６表 業務管理体制の整備に関する届出事業者数・一般検査の実施状況（都道府県所管分）

第７表 業務管理体制の整備に関する届出事業者数・一般検査の実施状況（指定都市・中核市所管分）

第８表 業務管理体制の整備に関する特別検査の実施状況（法人の種類別）

第９表 業務管理体制の整備に関する特別検査の実施状況（事業者規模区分別）

第10表 業務管理体制の整備に関する特別検査の実施状況（都道府県所管分）

第11表 業務管理体制の整備に関する特別検査の実施状況（指定都市・中核市所管所管分）

（３）介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する
（３）届出・確認検査の状況
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平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

厚生労働省所管
（本省、地方厚生局）

962 962 1,021 1,081 1,188 1,263 133 150 151 156

都道府県所管 42,603 42,729 45,868 49,714 51,096 50,846 45,869 49,310 50,641 50,886

指定都市所管 634 629 652 684 1,503 1,737 11,041 9,417 12,324 14,814

中核市所管 425 420 424 441 1,160 1,245 1,309 1,477 1,589 2,109

指定都市・中核市
以外の市町村所管

1,750 1,791 1,701 1,879 1,941 2,022 1,854 4,345 2,504 3,132

合計 46,374 46,531 49,666 53,799 56,888 57,113 60,206 64,699 67,209 71,097

※ 過年度分で訂正があったため、昨年度の公表値と数値が異なる。

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 計

7 134 117 198 215 326 10 33 33 32 1,105

(0) (0) (3) (1) (2) (10) (0) (4) (2) (0) (22)

129 2,267 5,243 4,188 5,257 5,558 5,103 5,312 5,989 6,398 45,444

(4) (48) (137) (169) (42) (154) (174) (195) (345) (233) (1501)

2 38 362 160 525 385 1,880 1,505 1,889 2,275 9,021

(0) (0) (162) (47) (55) (30) (114) (91) (124) (146) (769)

116 125 177 273 212 275 236 310 208 246 2,178

(25) (19) (16) (73) (37) (27) (38) (97) (51) (32) (415)

254 254 2,564 5,899 4,819 6,209 6,544 7,160 8,119 8,951 50,773

(29) (29) (67) (318) (290) (136) (221) (387) (522) (411) (2410)

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 計

1 5 2 3 6 3 4 2 2 1 29

(0) (4) (1) (3) (4) (3) (4) (2) (2) (1) (24)

7 30 18 24 37 40 38 48 31 30 303

(2) (10) (10) (18) (26) (37) (35) (34) (24) (13) (209)

0 2 0 0 3 1 15 10 25 7 63

(0) (1) (0) (0) (3) (1) (10) (6) (12) (3) (36)

0 0 0 0 3 2 4 8 0 4 21

(0) (0) (0) (0) (3) (0) (0) (0) (0) (0) (3)

8 37 20 27 49 46 61 68 58 42 416

(2) (15) (11) (21) (36) (41) (49) (42) (38) (17) (272)

※ 下段の（ ）はうち勧告等を行った件数

合計

厚生労働省所管
（本省、地方厚生局）

都道府県所管

指定都市・中核市所管

指定都市・中核市
以外の市町村所管

合計

都道府県所管

指定都市・中核市所管

指定都市・中核市
以外の市町村所管

１．業務管理体制の整備に関する所管事業所数

２．業務管理体制の整備に関する「一般検査」の実施状況について

※ 下段の（ ）はうち改善報告を求めた件数

３．業務管理体制の整備に関する「特別検査」の実施状況について

厚生労働省所管
（本省、地方厚生局）

※
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（平成３０年度）

営利法人
特定非営利
活動法人

医療法人 社会福祉法人 地方公共団体 その他

大 45 36 - 2 4 - 3

中 78 61 - 7 7 - 3

小 33 27 2 1 - - 3

合計 156 124 2 10 11 - 9

大 40 23 - 2 13 - 2

中 1,472 390 11 273 703 4 91

小 49,374 32,450 2,529 5,133 6,549 1,237 1,476

合計 50,886 32,863 2,540 5,408 7,265 1,241 1,569

大 2 - - - 2 - -

中 204 13 1 26 127 1 36

小 14,608 11,155 646 1,202 1,197 7 401

合計 14,814 11,168 647 1,228 1,326 8 437

大 - - - - - - -

中 9 - - 1 5 - 3

小 2,100 1,737 109 118 100 1 35

合計 2,109 1,737 109 119 105 1 38

大 4 3 - - 1 - -

中 68 39 - 10 14 - 5

小 3,060 2,023 336 159 388 49 105

合計 3,132 2,065 336 169 403 49 110

大 91 62 - 4 20 - 5

中 1,831 503 12 317 856 5 138

小 69,175 47,392 3,622 6,613 8,234 1,294 2,020

総計 71,097 47,957 3,634 6,934 9,110 1,299 2,163

（４）中核市所管

（５）「（３）・（４）」以外の
市町村所管

合 計
（１）～（５）

注 ： （２）、（３）及び（４）について、各自治体別の内訳は、それぞれ別表「都道府県所管分」、「指定都市・中核市所管分」のとおりである。

指定等を受け
ている事業所数

による区分

（３）指定都市所管

第１表 業務管理体制の整備に関する届出事業者数（総括表）

業務管理体制
の整備に関する
届出事業者数
（H30.4.1現在）

法人の種類

（１）厚生労働省所管

（２）都道府県所管
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（平成３０年度）

大 1 - - - - - 1
中 43 13 - 8 20 - 2
小 1,997 1,185 75 172 381 139 45

（小計） 2,041 1,198 75 180 401 139 48
大 1 - - 1 - - -
中 34 3 - - 28 - 3
小 677 386 23 58 158 32 20

（小計） 712 389 23 59 186 32 23
大 - - - - - - -
中 27 5 1 6 14 - 1
小 589 344 29 54 114 23 25

（小計） 616 349 30 60 128 23 26
大 - - - - - - -
中 28 11 1 3 12 - 1
小 519 323 30 40 82 29 15

（小計） 547 334 31 43 94 29 16
大 - - - - - - -
中 22 3 - 3 15 - 1
小 508 317 15 49 94 15 18

（小計） 530 320 15 52 109 15 19
大 - - - - - - -
中 17 3 - 4 8 - 2
小 503 287 26 39 109 18 24

（小計） 520 290 26 43 117 18 26
大 - - - - - - -
中 44 8 - 7 20 - 9
小 920 585 46 97 156 14 22

（小計） 964 593 46 104 176 14 31
大 - - - - - - -
中 42 12 - 11 19 - -
小 1,265 797 36 137 212 29 54

（小計） 1,307 809 36 148 231 29 54
大 - - - - - - -
中 15 4 - 3 7 - 1
小 661 361 55 77 137 - 31

（小計） 676 365 55 80 144 - 32
大 1 1 - - - - -
中 41 18 1 10 10 - 2
小 1,293 881 69 92 184 34 33

（小計） 1,335 900 70 102 194 34 35
大 2 2 - - - - -
中 44 14 - 9 17 - 4
小 2,446 1,719 129 191 308 45 54

（小計） 2,492 1,735 129 200 325 45 58
大 2 2 - - - - -
中 43 15 1 8 18 - 1
小 1,884 1,293 137 149 241 49 15

（小計） 1,929 1,310 138 157 259 49 16
大 12 10 - - 2 - -
中 152 63 1 22 60 - 6
小 5,080 4,017 300 342 263 19 139

（小計） 5,244 4,090 301 364 325 19 145
大 3 3 - - - - -
中 60 26 - 8 20 - 6
小 1,384 938 120 102 162 4 58

（小計） 1,447 967 120 110 182 4 64
大 2 - - - 2 - -
中 38 9 - 4 22 - 3
小 499 284 11 40 122 20 22

（小計） 539 293 11 44 146 20 25
大 - - - - - - -
中 20 5 - 6 9 - -
小 395 200 42 53 66 12 22

（小計） 415 205 42 59 75 12 22
大 - - - - - - -
中 16 1 - 3 10 - 2
小 597 361 37 72 91 20 16

（小計） 613 362 37 75 101 20 18
大 - - - - - - -
中 11 3 - 2 5 - 1
小 419 207 15 68 88 12 29

（小計） 430 210 15 70 93 12 30
大 1 - - 1 - - -
中 8 3 - 1 4 - -
小 520 329 22 47 85 29 8

（小計） 529 332 22 49 89 29 8
大 2 - - - 1 - 1
中 29 1 - 4 18 2 4
小 1,047 508 159 91 173 76 40

（小計） 1,078 509 159 95 192 78 45
大 - - - - - - -
中 24 5 - 4 13 - 2
小 1,004 640 50 124 129 34 27

（小計） 1,028 645 50 128 142 34 29
大 1 - - - 1 - -
中 43 13 1 7 21 - 1
小 1,148 824 49 94 123 25 33

（小計） 1,192 837 50 101 145 25 34

第２表 業務管理体制の整備に関する届出事業者数（都道府県所管分）

岩手県

都道府県名
指定等を受けて
いる事業所数に

よる区分 営利法人
特定非営利
活動法人

業務管理体制
の整備に関する
届出事業者数
（H30.4.1現在）

法人の種類

その他

北海道

青森県

医療法人 社会福祉法人 地方公共団体

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県
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（平成３０年度）

第２表 業務管理体制の整備に関する届出事業者数（都道府県所管分）

都道府県名
指定等を受けて
いる事業所数に

よる区分 営利法人
特定非営利
活動法人

業務管理体制
の整備に関する
届出事業者数
（H30.4.1現在）

法人の種類

その他医療法人 社会福祉法人 地方公共団体

大 3 1 - - 2 - -
中 75 20 - 19 32 - 4
小 1,918 1,437 65 184 159 25 48

（小計） 1,996 1,458 65 203 193 25 52
大 - - - - - - -
中 30 5 1 4 18 - 2
小 1,251 880 93 76 133 26 43

（小計） 1,281 885 94 80 151 26 45
大 - - - - - - -
中 17 3 - 2 11 - 1
小 625 389 70 49 78 16 23

（小計） 642 392 70 51 89 16 24
大 - - - - - - -
中 8 1 - 1 6 - -
小 423 187 33 64 105 12 22

（小計） 431 188 33 65 111 12 22
大 2 1 - - 1 - -
中 117 45 - 22 43 - 7
小 3,241 2,546 131 235 267 7 55

（小計） 3,360 2,592 131 257 311 7 62
大 - - - - - - -
中 48 11 2 8 25 1 1
小 1,232 818 72 119 151 28 44

（小計） 1,280 829 74 127 176 29 45
大 1 - - - 1 - -
中 19 3 - 8 7 - 1
小 995 752 40 54 108 29 12

（小計） 1,015 755 40 62 116 29 13
大 - - - - - - -
中 19 4 - 3 9 - 3
小 885 621 24 78 103 36 23

（小計） 904 625 24 81 112 36 26
大 1 - - - 1 - -
中 12 - - 5 7 - -
小 277 172 9 35 44 8 9

（小計） 290 172 9 40 52 8 9
大 - - - - - - -
中 11 2 - - 7 - 2
小 506 286 30 42 108 21 19

（小計） 517 288 30 42 115 21 21
大 - - - - - - -
中 29 5 - 2 20 - 2
小 843 483 39 141 126 27 27

（小計） 872 488 39 143 146 27 29
大 1 1 - - - - -
中 52 13 2 10 25 1 1
小 957 567 32 167 132 17 42

（小計） 1,010 581 34 177 157 18 43
大 - - - - - - -
中 21 5 - 7 9 - -
小 674 397 24 98 117 16 22

（小計） 695 402 24 105 126 16 22
大 1 - - - 1 - -
中 13 - - 5 7 - 1
小 706 464 25 110 65 16 26

（小計） 720 464 25 115 73 16 27
大 - - - - - - -
中 20 4 - 3 12 - 1
小 594 380 24 84 75 19 12

（小計） 614 384 24 87 87 19 13
大 - - - - - - -
中 26 6 - 5 11 - 4
小 886 602 30 122 84 19 29

（小計） 912 608 30 127 95 19 33
大 - - - - - - -
中 9 1 - 1 7 - -
小 537 299 21 99 63 37 18

（小計） 546 300 21 100 70 37 18
大 2 1 - - 1 - -
中 44 15 - 11 14 - 4
小 1,972 1,316 63 234 244 50 65

（小計） 2,018 1,332 63 245 259 50 69
大 - - - - - - -
中 8 1 - 1 6 - -
小 462 234 41 102 61 21 3

（小計） 470 235 41 103 67 21 3
大 - - - - - - -
中 25 1 - 5 19 - -
小 866 448 26 156 187 20 29

（小計） 891 449 26 161 206 20 29
大 1 1 - - - - -
中 12 1 - 5 6 - -
小 751 383 33 127 152 28 28

（小計） 764 385 33 132 158 28 28
大 - - - - - - -
中 22 1 - 3 16 - 2
小 822 465 36 165 99 10 47

（小計） 844 466 36 168 115 10 49

大分県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

70



（平成３０年度）

第２表 業務管理体制の整備に関する届出事業者数（都道府県所管分）

都道府県名
指定等を受けて
いる事業所数に

よる区分 営利法人
特定非営利
活動法人

業務管理体制
の整備に関する
届出事業者数
（H30.4.1現在）

法人の種類

その他医療法人 社会福祉法人 地方公共団体

大 - - - - - - -
中 7 2 - - 4 - 1
小 1,041 696 40 129 128 15 33

（小計） 1,048 698 40 129 132 15 34
大 - - - - - - -
中 20 2 - 8 8 - 2
小 961 451 41 196 208 32 33

（小計） 981 453 41 204 216 32 35
大 - - - - - - -
中 7 1 - 2 4 - -
小 594 391 12 79 74 24 14

（小計） 601 392 12 81 78 24 14
大 40 23 - 2 13 - 2
中 1,472 390 11 273 703 4 91
小 49,374 32,450 2,529 5,133 6,549 1,237 1,476

総 計 50,886 32,863 2,540 5,408 7,265 1,241 1,569

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合計

71



（平成３０年度）

大 - - - - - - -
中 10 1 - 3 6 - -
小 830 638 50 77 38 - 27

（小計） 840 639 50 80 44 - 27
大 - - - - - - -
中 7 - - 2 5 - -
小 348 270 18 26 29 - 5

（小計） 355 270 18 28 34 - 5
大 - - - - - - -
中 2 1 - 1 - - -
小 307 232 11 27 30 - 7

（小計） 309 233 11 28 30 - 7
大 - - - - - - -
中 4 1 - - 3 - -
小 350 271 18 26 25 - 10

（小計） 354 272 18 26 28 - 10
大 1 - - - 1 - -
中 7 1 - 1 5 - -
小 971 679 98 77 87 - 30

（小計） 979 680 98 78 93 - 30
大 - - - - - - -
中 6 - - - 5 - 1
小 275 195 33 22 19 - 6

（小計） 281 195 33 22 24 - 7
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 234 167 11 21 30 - 5

（小計） 234 167 11 21 30 - 5
大 - - - - - - -
中 13 - - 1 11 - 1
小 342 234 14 33 45 1 15

（小計） 355 234 14 34 56 1 16
大 - - - - - - -
中 2 - - - 2 - -
小 299 232 13 28 25 1 -

（小計） 301 232 13 28 27 1 -
大 - - - - - - -
中 3 - - 1 2 - -
小 324 242 12 35 31 1 3

（小計） 327 242 12 36 33 1 3
大 - - - - - - -
中 13 3 1 2 4 - 3
小 1,178 975 34 74 67 1 27

（小計） 1,191 978 35 76 71 1 30
大 1 - - - 1 - -
中 12 - - 3 7 - 2
小 629 475 25 61 43 2 23

（小計） 642 475 25 64 51 2 25
大 - - - - - - -
中 15 1 - 6 4 - 4
小 2,769 2,332 90 131 145 - 71

（小計） 2,784 2,333 90 137 149 - 75
大 - - - - - - -
中 74 - - - 52 - 22
小 2,104 1,519 67 111 344 - 63

（小計） 2,178 1,519 67 111 396 - 85
大 - - - - - - -
中 9 1 - 2 5 - 1
小 857 655 55 73 43 1 30

（小計） 866 656 55 75 48 1 31
大 - - - - - - -
中 6 1 - 1 3 - 1
小 442 308 20 69 27 - 18

（小計） 448 309 20 70 30 - 19
大 - - - - - - -
中 7 - - 1 6 - -
小 492 337 17 93 30 - 15

（小計） 499 337 17 94 36 - 15
大 - - - - - - -
中 5 2 - 1 1 1 -
小 658 497 17 75 54 - 15

（小計） 663 499 17 76 55 1 15
大 - - - - - - -
中 2 - - - 1 - 1
小 728 560 27 73 48 - 20

（小計） 730 560 27 73 49 - 21
大 - - - - - - -
中 7 1 - 1 5 - -
小 471 337 16 70 37 - 11

（小計） 478 338 16 71 42 - 11
大 2 - - - 2 - -
中 204 13 1 26 127 1 36
小 14,608 11,155 646 1,202 1,197 7 401

（小計） 14,814 11,168 647 1,228 1,326 8 437

熊本市

指定都市
合計

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

第３表 業務管理体制の整備に関する届出事業者数（指定都市・中核市所管分）

指定等を受けて
いる事業所数に

よる区分

業務管理体制
の整備に関する
届出事業者数
（H30.4.1現在）

法人の種類

営利法人
特定非営利
活動法人

医療法人 社会福祉法人 地方公共団体 その他

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市
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（平成３０年度）

第３表 業務管理体制の整備に関する届出事業者数（指定都市・中核市所管分）

指定等を受けて
いる事業所数に

よる区分

業務管理体制
の整備に関する
届出事業者数
（H30.4.1現在）

法人の種類

営利法人
特定非営利
活動法人

医療法人 社会福祉法人 地方公共団体 その他

大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 7 6 - 1 - - -

（小計） 7 6 - 1 - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 42 35 4 3 - - -

（小計） 42 35 4 3 - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 31 25 - 2 4 - -

（小計） 31 25 - 2 4 - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 18 14 2 1 1 - -

（小計） 18 14 2 1 1 - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 5 5 - - - - -

（小計） 5 5 - - - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 13 12 1 - - - -

（小計） 13 12 1 - - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 9 7 1 1 - - -

（小計） 9 7 1 1 - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 5 5 - - - - -

（小計） 5 5 - - - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 7 7 - - - - -

（小計） 7 7 - - - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 7 5 - 2 - - -

（小計） 7 5 - 2 - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 8 6 2 - - - -

（小計） 8 6 2 - - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 32 30 1 - - - 1

（小計） 32 30 1 - - - 1
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 7 5 1 - 1 - -

（小計） 7 5 1 - 1 - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 1 1 - - - - -

（小計） 1 1 - - - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 9 8 - - 1 - -

（小計） 9 8 - - 1 - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 8 7 - 1 - - -

（小計） 8 7 - 1 - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 8 3 4 1 - - -

（小計） 8 3 4 1 - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 9 8 1 - - - -

（小計） 9 8 1 - - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 44 43 1 - - - -

（小計） 44 43 1 - - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 3 2 - - 1 - -

（小計） 3 2 - - 1 - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 27 17 1 1 8 - -

（小計） 27 17 1 1 8 - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 10 8 2 - - - -

（小計） 10 8 2 - - - -

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

川口市

越谷市

船橋市

柏市

八王子市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

八戸市

盛岡市

秋田市

福島市

郡山市

函館市

旭川市

青森市
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（平成３０年度）

第３表 業務管理体制の整備に関する届出事業者数（指定都市・中核市所管分）

指定等を受けて
いる事業所数に

よる区分

業務管理体制
の整備に関する
届出事業者数
（H30.4.1現在）

法人の種類

営利法人
特定非営利
活動法人

医療法人 社会福祉法人 地方公共団体 その他

大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 19 17 2 - - - -

（小計） 19 17 2 - - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 13 12 - 1 - - -

（小計） 13 12 - 1 - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 25 25 - - - - -

（小計） 25 25 - - - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 20 17 2 1 - - -

（小計） 20 17 2 1 - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 15 11 2 - 2 - -

（小計） 15 11 2 - 2 - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 23 19 4 - - - -

（小計） 23 19 4 - - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 22 16 1 2 3 - -

（小計） 22 16 1 2 3 - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 14 13 - - 1 - -

（小計） 14 13 - - 1 - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 25 25 - - - - -

（小計） 25 25 - - - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 15 12 - - 3 - -

（小計） 15 12 - - 3 - -
大 - - - - - - -
中 2 - - - 1 - 1
小 322 247 16 24 29 - 6

（小計） 324 247 16 24 30 - 7
大 - - - - - - -
中 4 - - 1 1 - 2
小 467 404 16 22 13 - 12

（合計） 471 404 16 23 14 - 14
大 - - - - - - -
中 1 - - - 1 - -
小 111 83 5 14 7 - 2

（合計） 112 83 5 14 8 - 2
大 - - - - - - -
中 2 - - - 2 - -
小 325 270 11 22 8 1 13

（合計） 327 270 11 22 10 1 13
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 9 8 - 1 - - -

（合計） 9 8 - 1 - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 5 4 - - 1 - -

（合計） 5 4 - - 1 - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 26 17 7 1 1 - -

（合計） 26 17 7 1 1 - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 10 4 2 1 3 - -

（合計） 10 4 2 1 3 - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 25 22 2 1 - - -

（合計） 25 22 2 1 - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 1 - - 1 - - -

（合計） 1 - - 1 - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 43 39 4 - - - -

（合計） 43 39 4 - - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 24 17 4 - 3 - -

（合計） 24 17 4 - 3 - -

下関市

鳥取市

松江市

倉敷市

呉市

福山市

尼崎市

明石市

西宮市

奈良市

和歌山市

高槻市

枚方市

八尾市

東大阪市

姫路市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

岐阜市
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（平成３０年度）

第３表 業務管理体制の整備に関する届出事業者数（指定都市・中核市所管分）

指定等を受けて
いる事業所数に

よる区分

業務管理体制
の整備に関する
届出事業者数
（H30.4.1現在）

法人の種類

営利法人
特定非営利
活動法人

医療法人 社会福祉法人 地方公共団体 その他

大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 26 22 3 1 - - -

（合計） 26 22 3 1 - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 30 23 1 2 4 - -

（合計） 30 23 1 2 4 - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 5 3 - 2 - - -

（合計） 5 3 - 2 - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 22 18 - 2 1 - 1

（合計） 22 18 - 2 1 - 1
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 18 15 2 1 - - -

（合計） 18 15 2 1 - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 22 18 - 2 2 - -

（合計） 22 18 - 2 2 - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 4 4 - - - - -

（合計） 4 4 - - - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 23 21 1 1 - - -

（合計） 23 21 1 1 - - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 68 59 3 3 3 - -

（合計） 68 59 3 3 3 - -
大 - - - - - - -
中 - - - - - - -
小 13 13 - - - - -

（合計） 13 13 - - - - -
大 - - - - - - -
中 9 - - 1 5 - 3
小 2,100 1,737 109 118 100 1 35

総 計 2,109 1,737 109 119 105 1 38

高知市

久留米市

長崎市

高松市

松山市

中核市
合計

佐世保市

大分市

宮崎市

鹿児島市

那覇市
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（平成３０年度）

（Ａ）
うち改善報告を
求めた事業者数

（a）
（Ｂ）

うち改善報告を
求めた事業者数

（ｂ）
（Ａ）＋（Ｂ） （a）＋（b）

営利法人 124 30 19 - 8 - 27 -

特定非営利活動法人 2 - - - - - -

医療法人 10 2 1 - 1 - 2 -

社会福祉法人 11 2 1 - 1 - 2 -

地方公共団体 - - - - - - - -

その他 9 1 1 - - - 1 -

（小計） 156 35 22 - 10 - 32 -

営利法人 32,863 4,930 2,964 66 813 67 3,777 133

特定非営利活動法人 2,540 363 189 4 59 3 248 7

医療法人 5,408 1,104 536 18 346 7 882 25

社会福祉法人 7,265 1,536 649 49 524 14 1,173 63

地方公共団体 1,241 172 93 49 16 1 109 1

その他 1,569 269 145 2 64 2 209 4

（小計） 50,886 8,374 4,576 188 1,822 94 6,398 233

営利法人 11,168 1,432 1,429 131 76 1 1,505 132

特定非営利活動法人 647 79 59 - 4 - 63 -

医療法人 1,228 191 162 - 16 1 178 1

社会福祉法人 1,326 137 106 2 25 - 131 2

地方公共団体 8 4 3 - - - 3 -

その他 437 22 16 - 4 - 20 -

（小計） 14,814 1,865 1,775 133 125 2 1,900 135

営利法人 1,737 498 202 3 115 7 317 10

特定非営利活動法人 109 21 5 - 11 1 16 1

医療法人 119 21 5 - 10 - 15 -

社会福祉法人 105 26 - - 24 - 24 -

地方公共団体 1 - - - - - - -

その他 38 4 - - 3 - 3 -

（小計） 2,109 570 212 3 163 8 375 11

営利法人 2,065 305 115 2 74 16 189 18

特定非営利活動法人 336 37 4 - 14 7 18 7

医療法人 169 23 2 - 7 1 9 1

社会福祉法人 403 54 9 1 14 5 23 6

地方公共団体 49 4 - - - - - -

その他 110 14 3 - 4 - 7 -

（小計） 3,132 437 133 3 113 29 246 32

営利法人 47,957 7,195 4,729 202 1,086 91 5,815 293

特定非営利活動法人 3,634 500 257 4 88 11 345 15

医療法人 6,934 1,341 706 18 380 9 1,086 27

社会福祉法人 9,110 1,755 765 52 588 19 1,353 71

地方公共団体 1,299 180 96 49 16 1 112 1

その他 2,163 310 165 2 75 2 240 4

総 計 71,097 11,281 6,718 327 2,233 133 8,951 411

（１）厚生労働省所管

（２）都道府県所管

（３）指定都市所管

（５）「（３）・（４）」以外の
市町村所管

合 計
（１）～（５）

（４）中核市所管

第４表 業務管理体制の整備に関する届出事業者数・一般検査の実施状況（法人の種類別）

法人種別

業務管理体制
の

整備に関する
届出事業者数
（H30.4.1現在）

計画上の事業者数
（平成３０年度）

平成３０年度に一般検査を実施した事業者数

うち書面検査 うち実地検査 合計
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（平成３０年度）

（Ａ）
うち改善報告を
求めた事業者数

（a）
（Ｂ）

うち改善報告を
求めた事業者数

（ｂ）
（Ａ）＋（Ｂ） （a）＋（b）

大 45 6 0 0 6 0 6 0

中 78 19 16 0 3 0 19 0

小 33 10 6 0 1 0 7 0

合計 156 35 22 0 10 0 32 0

大 40 9 5 0 6 0 11 0

中 1,472 276 135 1 118 5 253 6

小 49,374 8,089 4,436 138 1,698 89 6,134 227

合計 50,886 8,374 4,576 139 1,822 94 6,398 233

大 2 0 0 0 0 0 0 0

中 204 34 28 1 6 0 34 1

小 14,608 1,831 1,747 132 119 2 1,866 134

合計 14,814 1,865 1,775 133 125 2 1,900 135

大 0 0 0 0 0 0 0 0

中 9 2 0 0 3 0 3 0

小 2,100 568 212 3 160 8 372 11

合計 2,109 570 212 3 163 8 375 11

大 4 0 0 0 0 0 0 0

中 68 13 0 0 7 3 7 3

小 3,060 424 133 3 106 26 239 29

合計 3,132 437 133 3 113 29 246 32

大 91 15 5 0 12 0 17 0

中 1,831 344 179 2 137 8 316 10

小 69,175 10,922 6,534 276 2,084 125 8,618 401

総 計 71,097 11,281 6,718 278 2,233 133 8,951 411

（４）中核市所管

（１）厚生労働省所管

（２）都道府県所管

（３）指定都市所管

（５）「（３）・（４）」以外の
市町村所管

合 計
（１）～（５）

注 ： （２）、（３）及び（４）について、各自治体別の内訳は、それぞれ別表「都道府県所管分」、「指定都市・中核市所管分」のとおりである。

第５表 業務管理体制の整備に関する届出事業者数・一般検査の実施状況（事業者規模区分別）

指定等を受けて
いる事業所数に

よる区分

業務管理体制
の整備に関する
届出事業者数
（H30.4.1現在）

計画上の事業者数
（平成30年度）

平成３０年度に一般検査を実施した事業者数

うち書面検査 うち実地検査 合計
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（平成３０年度）

（Ａ）
うち改善報告を
求めた事業者数

（a）
（Ｂ）

うち改善勧告を
求めた事業者数

（b）
（Ａ）＋（Ｂ） （a）＋（b）

大 1 - - - - - - -
中 43 12 1 - 1 - 2 -
小 1,997 737 163 - 26 - 189 -

（小計） 2,041 749 164 - 27 - 191 -
大 1 - - - - - - -
中 34 - - - - - - -
小 677 180 180 31 - - 180 31

（小計） 712 180 180 31 - - 180 31
大 - - - - - - - -
中 27 3 3 - - - 3 -
小 589 59 30 1 16 - 46 1

（小計） 616 62 33 1 16 - 49 1
大 - - - - - - - -
中 28 4 4 - 1 1 5 1
小 519 63 58 3 - - 58 3

（小計） 547 67 62 3 1 1 63 4
大 - - - - - - - -
中 22 - - - - - - -
小 508 32 32 - - - 32 -

（小計） 530 32 32 - - - 32 -
大 - - - - - - - -
中 17 1 - - 1 - 1 -
小 503 74 - - 76 2 76 2

（小計） 520 75 - - 77 2 77 2
大 - - - - - - - -
中 44 44 10 - - - 10 -
小 920 920 125 - - - 125 -

（小計） 964 964 135 - - - 135 -
大 - - - - - - - -
中 42 1 1 - - - 1 -
小 1,265 342 315 - - - 315 -

（小計） 1,307 343 316 - - - 316 -
大 - - - - - - - -
中 15 14 - - - - - -
小 661 207 - - - - - -

（小計） 676 221 - - - - - -
大 1 - - - - - - -
中 41 5 2 - 3 - 5 -
小 1,293 125 61 - 53 - 114 -

（小計） 1,335 130 63 - 56 - 119 -
大 2 - - - - - - -
中 44 - - - - - - -
小 2,446 - - - - - - -

（小計） 2,492 - - - - - - -
大 2 1 1 - - - 1 -
中 43 9 8 - - - 8 -
小 1,884 290 250 - - - 250 -

（小計） 1,929 300 259 - - - 259 -
大 12 2 2 - - - 2 -
中 152 9 8 - - - 8 -
小 5,080 642 594 - - - 594 -

（小計） 5,244 653 604 - - - 604 -
大 3 - - - - - - -
中 60 6 6 - - - 6 -
小 1,384 194 193 - - - 193 -

（小計） 1,447 200 199 - - - 199 -
大 2 - - - - - - -
中 38 2 2 - - - 2 -
小 499 99 99 4 - - 99 4

（小計） 539 101 101 4 - - 101 4
大 - - - - - - - -
中 20 - 4 - - - 4 -
小 395 - 51 - - - 51 -

（小計） 415 - 55 - - - 55 -
大 - - - - - - - -
中 16 5 5 1 - - 5 1
小 597 39 39 7 - - 39 7

（小計） 613 44 44 8 - - 44 8
大 - - - - - - - -
中 11 2 - - 2 - 2 -
小 419 42 - - 42 - 42 -

（小計） 430 44 - - 44 - 44 -
大 1 - - - - - - -
中 8 - - - - - - -
小 520 - - - - - - -

（小計） 529 - - - - - - -
大 2 - - - - - - -
中 29 5 5 - - - 5 -
小 1,047 92 82 - - - 82 -

（小計） 1,078 97 87 - - - 87 -
大 - - - - - - - -
中 24 5 3 - - - 3 -
小 1,004 137 119 - 11 6 130 6

（小計） 1,028 142 122 - 11 6 133 6
大 1 - - - - - - -
中 43 8 - - 8 - 8 -
小 1,148 157 - - 157 - 157 -

（小計） 1,192 165 - - 165 - 165 -
大 3 - - - 2 - 2 -
中 75 - - - 31 2 31 2
小 1,918 327 - - 238 76 238 76

（小計） 1,996 327 - - 271 78 271 78
大 - - - - - - - -
中 30 - - - - - - -
小 1,251 242 170 - - - 170 -

（小計） 1,281 242 170 - - - 170 -
大 - - - - - - - -
中 17 1 - - 4 2 4 2
小 625 52 22 - 33 2 55 2

（小計） 642 53 22 - 37 4 59 4

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

第６表 業務管理体制の整備に関する届出事業者数・一般検査の実施状況（都道府県所管分）

指定等を受けて
いる事業所数に

よる区分

業務管理体制の
整備に関する
届出事業者数
（H30.4.1現在）

計画上の事業者数
（平成３０年度）

平成３０年度に一般検査を実施した事業者数

うち書面検査 うち実地検査 合計
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（平成３０年度）

（Ａ）
うち改善報告を
求めた事業者数

（a）
（Ｂ）

うち改善勧告を
求めた事業者数

（b）
（Ａ）＋（Ｂ） （a）＋（b）

第６表 業務管理体制の整備に関する届出事業者数・一般検査の実施状況（都道府県所管分）

指定等を受けて
いる事業所数に

よる区分

業務管理体制の
整備に関する
届出事業者数
（H30.4.1現在）

計画上の事業者数
（平成３０年度）

平成３０年度に一般検査を実施した事業者数

うち書面検査 うち実地検査 合計

大 - - - - - - - -
中 8 3 - - 3 - 3 -
小 423 72 5 - 72 - 77 -

（小計） 431 75 5 - 75 - 80 -
大 2 - - - - - - -
中 117 6 - - 6 - 6 -
小 3,241 64 - - 64 - 64 -

（小計） 3,360 70 - - 70 - 70 -
大 - - - - - - - -
中 48 5 5 - - - 5 -
小 1,232 132 112 - - - 112 -

（小計） 1,280 137 117 - - - 117 -
大 1 - - - - - - -
中 19 5 - - 5 - 5 -
小 995 81 - - 81 - 81 -

（小計） 1,015 86 - - 86 - 86 -
大 - - - - - - - -
中 19 1 - - - - - -
小 885 120 93 - - - 93 -

（小計） 904 121 93 - - - 93 -
大 1 1 - - 1 - 1 -
中 12 5 - - 5 - 5 -
小 277 66 - - 63 - 63 -

（小計） 290 72 - - 69 - 69 -
大 - - - - - - - -
中 11 7 - - 7 - 7 -
小 506 87 - - 87 - 87 -

（小計） 517 94 - - 94 - 94 -
大 - - - - - - - -
中 29 2 2 - - - 2 -
小 843 53 53 - - - 53 -

（小計） 872 55 55 - - - 55 -
大 1 1 1 - - - 1 -
中 52 38 37 - - - 37 -
小 957 666 632 - - - 632 -

（小計） 1,010 705 670 - - - 670 -
大 - - - - - - - -
中 21 - - - - - - -
小 674 30 29 3 - - 29 3

（小計） 695 30 29 3 - - 29 3
大 1 - - - - - - -
中 13 5 5 - - - 5 -
小 706 129 127 - - - 127 -

（小計） 720 134 132 - - - 132 -
大 - - - - - - - -
中 20 3 - - 3 - 3 -
小 594 70 55 - 15 - 70 -

（小計） 614 73 55 - 18 - 73 -
大 - - - - - - - -
中 26 2 2 - - - 2 -
小 886 67 47 - - - 47 -

（小計） 912 69 49 - - - 49 -
大 - - - - - - - -
中 9 2 2 - - - 2 -
小 537 48 48 - - - 48 -

（小計） 546 50 50 - - - 50 -
大 2 3 - - 3 - 3 -
中 44 20 - - 22 - 22 -
小 1,972 417 - - 377 - 377 -

（小計） 2,018 440 - - 402 - 402 -
大 - - - - - - - -
中 8 14 - - 14 - 14 -
小 462 206 - - 206 - 206 -

（小計） 470 220 - - 220 - 220 -
大 - - - - - - - -
中 25 5 5 - - - 5 -
小 866 141 140 86 1 1 141 87

（小計） 891 146 145 86 1 1 146 87
大 1 1 1 - - - 1 -
中 12 6 6 - - - 6 -
小 751 66 66 - - - 66 -

（小計） 764 73 73 - - - 73 -
大 - - - - - - - -
中 22 2 2 - - - 2 -
小 822 140 140 - - - 140 -

（小計） 844 142 142 - - - 142 -
大 - - - - - - - -
中 7 2 2 - - - 2 -
小 1,041 125 125 - - - 125 -

（小計） 1,048 127 127 - - - 127 -
大 - - - - - - - -
中 20 5 5 - - - 5 -
小 961 166 157 3 3 2 160 5

（小計） 981 171 162 3 3 2 165 5
大 - - - - - - - -
中 7 2 - - 2 - 2 -
小 594 91 24 - 77 - 101 -

（小計） 601 93 24 - 79 - 103 -
大 40 9 5 - 6 - 11 -
中 1,472 276 135 1 118 5 253 6
小 49,374 8,089 4,436 138 1,698 89 6,134 227

総 計 50,886 8,374 4,576 139 1,822 94 6,398 233

佐賀県

長崎県

鹿児島県

沖縄県

合 計

熊本県

大分県

宮崎県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県
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（平成３０年度）

（Ａ）
うち改善報告を
求めた事業者数

（a）
（Ｂ）

うち改善勧告を
求めた事業者数

（b）
（Ａ）＋（Ｂ） （a）＋（b）

大 - - - - - - - -
中 10 1 1 - - - 1 -
小 830 169 125 - - - 125 -

（小計） 840 170 126 - - - 126 -
大 - - - - - - - -
中 7 1 - - 1 - 1 -
小 348 37 37 - - - 37 -

（小計） 355 38 37 - 1 - 38 -
大 - - - - - - - -
中 2 - - - - - - -
小 307 70 70 - - - 70 -

（小計） 309 70 70 - - - 70 -
大 - - - - - - - -
中 4 - - - - - - -
小 350 108 108 - - - 108 -

（小計） 354 108 108 - - - 108 -
大 1 - - - - - - -
中 7 1 1 - - - 1 -
小 971 167 167 - - - 167 -

（小計） 979 168 168 - - - 168 -
大 - - - - - - - -
中 6 3 3 - - - 3 -
小 275 179 122 - - - 122 -

（小計） 281 182 125 - - - 125 -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 234 47 47 - - - 47 -

（小計） 234 47 47 - - - 47 -
大 - - - - - - - -
中 13 12 12 - - - 12 -
小 342 38 36 - - - 36 -

（小計） 355 50 48 - - - 48 -
大 - - - - - - - -
中 2 - - - - - - -
小 299 53 53 - - - 53 -

（小計） 301 53 53 - - - 53 -
大 - - - - - - - -
中 3 1 1 1 - - 1 1
小 324 44 44 10 - - 44 10

（小計） 327 45 45 11 - - 45 11
大 - - - - - - - -
中 13 - - - - - - -
小 1,178 177 145 - - - 145 -

（小計） 1,191 177 145 - - - 145 -
大 1 - - - - - - -
中 12 5 - - 5 - 5 -
小 629 99 - - 99 2 99 2

（小計） 642 104 - - 104 2 104 2
大 - - - - - - - -
中 15 - - - - - - -
小 2,769 350 506 122 12 - 518 122

（小計） 2,784 350 506 122 12 - 518 122
大 - - - - - - - -
中 74 - - - - - - -
小 2,104 - - - - - - -

（小計） 2,178 - - - - - - -
大 - - - - - - - -
中 9 - - - - - - -
小 857 6 - - 8 - 8 -

（小計） 866 6 - - 8 - 8 -
大 - - - - - - - -
中 6 5 5 - - - 5 -
小 442 58 58 - - - 58 -

（小計） 448 63 63 - - - 63 -
大 - - - - - - - -
中 7 1 1 - - - 1 -
小 492 34 34 - - - 34 -

（小計） 499 35 35 - - - 35 -
大 - - - - - - - -
中 5 - - - - - - -
小 658 100 100 - - - 100 -

（小計） 663 100 100 - - - 100 -
大 - - - - - - - -
中 2 - - - - - - -
小 728 - - - - - - -

（小計） 730 - - - - - - -
大 - - - - - - - -
中 7 4 4 - - - 4 -
小 471 95 95 - - - 95 -

（小計） 478 99 99 - - - 99 -
大 2 - - - - - - -
中 204 34 28 1 6 - 34 1
小 14,608 1,831 1,747 132 119 2 1,866 134

（小計） 14,814 1,865 1,775 133 125 2 1,900 135

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

指定都市
合計

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

第７表 業務管理体制の整備に関する届出事業者数・一般検査の実施状況（指定都市・中核市所管分）

指定等を受けて
いる事業所数に

よる区分

業務管理体制の
整備に関する
届出事業者数
（H30.4.1現在）

計画上の事業者
数（平成30年度）

平成３０年度に一般検査を実施した事業者数

うち書面検査 うち実地検査 合計

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市
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（平成３０年度）

（Ａ）
うち改善報告を
求めた事業者数

（a）
（Ｂ）

うち改善勧告を
求めた事業者数

（b）
（Ａ）＋（Ｂ） （a）＋（b）

第７表 業務管理体制の整備に関する届出事業者数・一般検査の実施状況（指定都市・中核市所管分）

指定等を受けて
いる事業所数に

よる区分

業務管理体制の
整備に関する
届出事業者数
（H30.4.1現在）

計画上の事業者
数（平成30年度）

平成３０年度に一般検査を実施した事業者数

うち書面検査 うち実地検査 合計

大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 7 2 2 - - - 2 -

（小計） 7 2 2 - - - 2 -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 42 12 - - 9 - 9 -

（小計） 42 12 - - 9 - 9 -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 31 - - - - - - -

（小計） 31 - - - - - - -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 18 2 - - 1 - 1 -

（小計） 18 2 - - 1 - 1 -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 5 5 - - 4 3 4 3

（小計） 5 5 - - 4 3 4 3
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 13 4 4 - - - 4 -

（小計） 13 4 4 - - - 4 -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 9 - - - - - - -

（小計） 9 - - - - - - -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 5 2 2 - - - 2 -

（小計） 5 2 2 - - - 2 -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 7 1 - - 1 - 1 -

（小計） 7 1 - - 1 - 1 -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 7 30 - - - - - -

（小計） 7 30 - - - - - -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 8 13 - - 11 - 11 -

（小計） 8 13 - - 11 - 11 -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 32 32 32 3 - - 32 3

（小計） 32 32 32 3 - - 32 3
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 7 - - - - - - -

（小計） 7 - - - - - - -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 1 1 - - - - - -

（小計） 1 1 - - - - - -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 9 1 - - 1 - 1 -

（小計） 9 1 - - 1 - 1 -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 8 1 1 - - - 1 -

（小計） 8 1 1 - - - 1 -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 8 2 - - 2 - 2 -

（小計） 8 2 - - 2 - 2 -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 9 8 - - 4 4 4 4

（小計） 9 8 - - 4 4 4 4
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 44 44 - - - - - -

（小計） 44 44 - - - - - -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 3 - - - - - - -

（小計） 3 - - - - - - -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 27 12 - - 12 - 12 -

（小計） 27 12 - - 12 - 12 -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 10 - - - - - - -

（小計） 10 - - - - - - -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 19 - - - - - - -

（小計） 19 - - - - - - -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 13 1 1 - - - 1 -

（小計） 13 1 1 - - - 1 -

長野市

岐阜市

豊橋市

柏市

八王子市

横須賀市

富山市

金沢市

高崎市

川越市

川口市

越谷市

船橋市

福島市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

旭川市

青森市

八戸市

盛岡市

秋田市

函館市
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（平成３０年度）

（Ａ）
うち改善報告を
求めた事業者数

（a）
（Ｂ）

うち改善勧告を
求めた事業者数

（b）
（Ａ）＋（Ｂ） （a）＋（b）

第７表 業務管理体制の整備に関する届出事業者数・一般検査の実施状況（指定都市・中核市所管分）

指定等を受けて
いる事業所数に

よる区分

業務管理体制の
整備に関する
届出事業者数
（H30.4.1現在）

計画上の事業者
数（平成30年度）

平成３０年度に一般検査を実施した事業者数

うち書面検査 うち実地検査 合計

大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 25 5 - - 5 - 5 -

（小計） 25 5 - - 5 - 5 -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 20 20 - - 3 1 3 1

（小計） 20 20 - - 3 1 3 1
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 15 - - - - - - -

（小計） 15 - - - - - - -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 23 - - - - - - -

（小計） 23 - - - - - - -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 22 2 2 - - - 2 -

（小計） 22 2 2 - - - 2 -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 14 - - - - - - -

（小計） 14 - - - - - - -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 25 - - - - - - -

（小計） 25 - - - - - - -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 15 - - - - - - -

（小計） 15 - - - - - - -
大 - - - - - - - -
中 2 2 - - 3 - 3 -
小 322 87 - - 86 - 86 -

（小計） 324 89 - - 89 - 89 -
大 - - - - - - - -
中 4 - - - - - - -
小 467 72 - - - - - -

（合計） 471 72 - - - - - -
大 - - - - - - - -
中 1 - - - - - - -
小 111 - - - - - - -

（合計） 112 - - - - - - -
大 - - - - - - - -
中 2 - - - - - - -
小 325 148 143 - - - 143 -

（合計） 327 148 143 - - - 143 -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 9 9 - - - - - -

（合計） 9 9 - - - - - -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 5 - - - - - - -

（合計） 5 - - - - - - -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 26 17 - - 17 - 17 -

（合計） 26 17 - - 17 - 17 -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 10 - - - - - - -

（合計） 10 - - - - - - -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 25 6 6 - - - 6 -

（合計） 25 6 6 - - - 6 -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 1 1 - - - - - -

（合計） 1 1 - - - - - -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 43 4 4 - - - 4 -

（合計） 43 4 4 - - - 4 -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 24 - - - - - - -

（合計） 24 - - - - - - -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 26 2 - - 2 - 2 -

（合計） 26 2 - - 2 - 2 -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 30 1 1 - - - 1 -

（合計） 30 1 1 - - - 1 -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 5 - - - - - - -

（合計） 5 - - - - - - -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 22 - - - - - - -

（合計） 22 - - - - - - -

呉市

福山市

高知市

久留米市

下関市

高松市

松山市

奈良市

和歌山市

鳥取市

松江市

倉敷市

東大阪市

姫路市

尼崎市

明石市

西宮市

大津市

豊中市

高槻市

枚方市

八尾市

岡崎市

豊田市
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（平成３０年度）

（Ａ）
うち改善報告を
求めた事業者数

（a）
（Ｂ）

うち改善勧告を
求めた事業者数

（b）
（Ａ）＋（Ｂ） （a）＋（b）

第７表 業務管理体制の整備に関する届出事業者数・一般検査の実施状況（指定都市・中核市所管分）

指定等を受けて
いる事業所数に

よる区分

業務管理体制の
整備に関する
届出事業者数
（H30.4.1現在）

計画上の事業者
数（平成30年度）

平成３０年度に一般検査を実施した事業者数

うち書面検査 うち実地検査 合計

大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 18 2 - - 2 - 2 -

（合計） 18 2 - - 2 - 2 -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 22 - - - - - - -

（合計） 22 - - - - - - -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 4 - - - - - - -

（合計） 4 - - - - - - -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 23 6 6 - - - 6 -

（合計） 23 6 6 - - - 6 -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 68 5 - - - - - -

（合計） 68 5 - - - - - -
大 - - - - - - - -
中 - - - - - - - -
小 13 8 8 - - - 8 -

（合計） 13 8 8 - - - 8 -
大 - - - - - - - -
中 9 2 - - 3 - 3 -
小 2,100 568 212 3 160 8 372 11

総 計 2,109 570 212 3 163 8 375 11

長崎市

中核市
合計

佐世保市

大分市

宮崎市

鹿児島市

那覇市
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（平成３０年度）

1 - 1 - 1

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

1 - 1 - 1

26 5 11 - 16

1 - - - -

2 - 2 - 2

1 1 - - 1

- - - - -

- - - - -

30 6 13 - 19

4 - 2 - 2

- - - - -

1 - 1 - 1

- - - - -

- - - - -

- - - - -

5 - 3 - 3

2 - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

2 - - - -

4 2 - - 2

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

4 2 - - 2

37 7 14 - 21

1 - - - -

3 - 3 - 3

1 1 - - 1

- - - - -

- - - - -

42 8 17 - 25

（４）中核市所管

営利法人

特定非営利活動法人

医療法人

社会福祉法人

地方公共団体

その他

（小計）

合 計
（１）～（５）

営利法人

特定非営利活動法人

医療法人

社会福祉法人

地方公共団体

その他

合 計

（５）「（３）・（４）」以外の市町村所管

営利法人

特定非営利活動法人

医療法人

社会福祉法人

地方公共団体

その他

（小計）

特定非営利活動法人

医療法人

社会福祉法人

地方公共団体

（３）指定都市所管

営利法人

特定非営利活動法人

医療法人

社会福祉法人

地方公共団体

その他

（小計）

（合計）

(A)+(B)+(C)

第８表 業務管理体制の整備に関する特別検査の実施状況（法人の種類別）

行政指導に基づく
改善報告

(A)

（小計）

その他

（１）厚生労働省所管

営利法人

特定非営利活動法人

医療法人

社会福祉法人

地方公共団体

その他

（小計）

（２）都道府県所管

営利法人

法人の種類
平成３０年度における
特別検査の実施状況

（事業者数）
改善勧告

(B)

改善命令（公示）

(C)
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（平成３０年度）

行政指導に基づく
改善報告

（Ａ）

改善勧告
（Ｂ）

改善命令（公示）
（Ｃ）

（合計）
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）

大 - - - - -

中 1 - 1 - 1

小 - - - - -

（小計） 1 - 1 - 1

大 - - - - -

中 1 - 1 - 1

小 29 6 12 - 18

（小計） 30 6 13 - 19

大 - - - - -

中 - - - - -

小 5 - 3 - 3

（小計） 5 - 3 - 3

大 - - - - -

中 - - - - -

小 2 - - - -

（小計） 2 - - - -

大 - - - - -

中 - - - - -

小 4 2 - - 2

（小計） 4 2 - - 2

大 - - - - -

中 2 - 2 - 2

小 40 8 15 - 23

総 計 42 8 17 - 25

注 ：（２）、（３）及び（４）について、各自治体別の内訳は、それぞれ別表「都道府県所管分」、「指定都市・中核市所管分」のとおりで
ある。

指定を受けている
事業所数による区分

平成30年度における
特別検査の実施状況

（事業者数）

第９表 業務管理体制の整備に関する特別検査の実施状況（事業者規模区分別）

特別検査の結果（件数）

（１）厚生労働省所管

（２）都道府県所管

（３）指定都市所管

（５）「（３）・（４）」以外の市町村所管

合 計
（１）～（５）

（４）中核市所管
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（平成３０年度）

大 - - - - -
中 - - - - -
小 2 1 - - 1

（小計） 2 1 - - 1
大 - - - - -
中 - - - - -
小 1 - 1 - 1

（小計） 1 - 1 - 1
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 1 - - - -

（小計） 1 - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 2 - 2 - 2

（小計） 2 - 2 - 2
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -

岐阜県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

第１０表 業務管理体制の整備に関する特別検査の実施状況（都道府県所管分）

指定等を受けている
事業所数による区分

平成30年度における特別検査
の実施状況（事業者数）

特別検査の結果（件数）

行政指導に基づく
改善報告

（Ａ）

改善勧告

（Ｂ）

改善命令（公示）

（Ｃ）

（合計）

（Ａ＋（Ｂ）＋（Ｃ）
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（平成３０年度）

第１０表 業務管理体制の整備に関する特別検査の実施状況（都道府県所管分）

指定等を受けている
事業所数による区分

平成30年度における特別検査
の実施状況（事業者数）

特別検査の結果（件数）

行政指導に基づく
改善報告

（Ａ）

改善勧告

（Ｂ）

改善命令（公示）

（Ｃ）

（合計）

（Ａ＋（Ｂ）＋（Ｃ）

大 - - - - -
中 - - - - -
小 1 - 1 - 1

（小計） 1 - 1 - 1
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 1 - 1 - 1
小 4 - 3 - 3

（小計） 5 - 4 - 4
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 1 - - - -

（小計） 1 - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 2 2 - - 2

（小計） 2 2 - - 2
大 - - - - -
中 - - - - -
小 1 - 1 - 1

（小計） 1 - 1 - 1
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 3 - - - -

（小計） 3 - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 1 - 1 - 1

（小計） 1 - 1 - 1
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 1 1 - - 1

（小計） 1 1 - - 1
大 - - - - -
中 - - - - -
小 1 - 1 - 1

（小計） 1 - 1 - 1
大 - - - - -
中 - - - - -
小 1 - - - -

（小計） 1 - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -

佐賀県

長崎県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県
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（平成３０年度）

第１０表 業務管理体制の整備に関する特別検査の実施状況（都道府県所管分）

指定等を受けている
事業所数による区分

平成30年度における特別検査
の実施状況（事業者数）

特別検査の結果（件数）

行政指導に基づく
改善報告

（Ａ）

改善勧告

（Ｂ）

改善命令（公示）

（Ｃ）

（合計）

（Ａ＋（Ｂ）＋（Ｃ）

大 - - - - -
中 - - - - -
小 2 - 1 - 1

（小計） 2 - 1 - 1
大 - - - - -
中 - - - - -
小 1 1 - - 1

（小計） 1 1 - - 1
大 - - - - -
中 - - - - -
小 2 - - - -

（小計） 2 - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 1 1 - - 1

（小計） 1 1 - - 1
大 - - - - -
中 - - - - -
小 1 - 1 - 1

（小計） 1 - 1 - 1
大 - - - - -
中 1 - 1 - 1
小 29 6 12 - 18

総 計 30 6 13 - 19

鹿児島県

沖縄県

合計

熊本県

大分県

宮崎県
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（平成３０年度）

大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 2 - 1 - 1

（小計） 2 - 1 - 1
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 1 - - - -

（小計） 1 - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 1 - 1 - 1

（小計） 1 - 1 - 1
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 1 - 1 - 1

（小計） 1 - 1 - 1
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 5 - 3 - 3

（小計） 5 - 3 - 3

第１１表 業務管理体制の整備に関する特別検査の実施状況（指定都市・中核市分）

特別検査の結果（件数）

札幌市

仙台市

さいたま市

平成30年度における特別検査
の実施状況（事業者数）

行政指導に基づく
改善勧告

（Ａ）

改善勧告

（Ｂ）

改善命令（公示）

（Ｃ）

（合計）

（Ａ＋（Ｂ）＋（Ｃ）

指定等を受けている
事業所数による区分

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

指定都市
合計
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（平成３０年度）

第１１表 業務管理体制の整備に関する特別検査の実施状況（指定都市・中核市分）

特別検査の結果（件数）

平成30年度における特別検査
の実施状況（事業者数）

行政指導に基づく
改善勧告

（Ａ）

改善勧告

（Ｂ）

改善命令（公示）

（Ｃ）

（合計）

（Ａ＋（Ｂ）＋（Ｃ）

指定等を受けている
事業所数による区分

大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -

旭川市

青森市

八戸市

盛岡市

秋田市

福島市

郡山市

いわき市

宇都宮市

八王子市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

前橋市

高崎市

川越市

川口市

越谷市

船橋市

柏市

函館市
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（平成３０年度）

第１１表 業務管理体制の整備に関する特別検査の実施状況（指定都市・中核市分）

特別検査の結果（件数）

平成30年度における特別検査
の実施状況（事業者数）

行政指導に基づく
改善勧告

（Ａ）

改善勧告

（Ｂ）

改善命令（公示）

（Ｃ）

（合計）

（Ａ＋（Ｂ）＋（Ｃ）

指定等を受けている
事業所数による区分

大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 1 - - - -

（小計） 1 - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 1 - - - -

（小計） 1 - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -

下関市

鳥取市

松江市

倉敷市

呉市

福山市

尼崎市

明石市

西宮市

奈良市

和歌山市

豊田市

大津市

八尾市

東大阪市

姫路市

枚方市

豊中市

高槻市

豊橋市

岡崎市

岐阜市
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（平成３０年度）

第１１表 業務管理体制の整備に関する特別検査の実施状況（指定都市・中核市分）

特別検査の結果（件数）

平成30年度における特別検査
の実施状況（事業者数）

行政指導に基づく
改善勧告

（Ａ）

改善勧告

（Ｂ）

改善命令（公示）

（Ｃ）

（合計）

（Ａ＋（Ｂ）＋（Ｃ）

指定等を受けている
事業所数による区分

大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 - - - - -

（小計） - - - - -
大 - - - - -
中 - - - - -
小 2 - - - -

総 計 2 - - - -

長崎市

高松市

松山市

高知市

久留米市

鹿児島市

那覇市

中核市
合計

佐世保市

大分市

宮崎市
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令和元年５月31日成立
令和元年６月７日公布

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律
の整備に関する法律（第９次地方分権一括法）の概要

第９次地方分権一括法

「提案募集方式（※地方の発意に根差した取組を推進するため、平成26年から導入）」に基づく地方からの提案について、「平成30年の地
方からの提案等に関する対応方針」（平成30年12月25日閣議決定）を踏まえ、都道府県から中核市への事務・権限の移譲や
地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直し等の関係法律の整備を行う。

○地方公共団体への事務・権限の移譲

介護サービス事業者の業務管理体制の整備について、届出・立入検査等に係る事務・権限を都道府県から
中核市へ移譲（介護保険法）

・ 介護サービス事業者について、事業所が一の中核市にとどまる場
合には、業務管理体制の整備に関する届出の受理、立入検査等の
事務・権限を中核市へ移譲する。

・ これにより、例えば事業所で不正事案が発生した際に、事業所へ
の立入検査に加え、事業者本部への業務管理体制の検査による包
括的な確認が可能となるなど、迅速かつ効率・効果的な監督に資す
る。

権 限 都道府県 中核市

介護サービス事業所の指定
に関する事務・権限 ○

介護サービス事業者の業務
管理体制に関する届出・立
入検査等に係る事務・権限
（事業所が一の中核市内に
とどまる事業者に限る。）

○

改正内容
○都道府県から中核市への事務・権限の移譲

・ 介護サービス事業者の業務管理体制の整備について、届出・立入検査等に係る事務・権限を都道府県から中核市へ移譲
（介護保険法）

業務管理体制の整備に関する届出について

指定都市

市町村

地域密着型サービスのみを行う
事業者で、事業所・施設が同一
市町村内に所在する事業者（法
第115条の32第2項第5号）

都道府県

主たる事務所の所在
する都道府県

厚生労働省
老健局

事業所・施設が同一指定都市内
に所在する事業者（法第115条
の32第2項第3号） 指定都市

事業所・施設が同一都道府県内
に所在する事業者（法第115条
の32第2項第1号）

事業所・施設が２以上の都道府
県に所在し、かつ、２以下の地方
厚生局の区域に所在する事業
者（法第115条の32第2項第2
号）

事業所・施設が３以上の地方厚
生局の区域に所在する事業者
（法第115条の32第2項第6号）

市町村 （中
核市含む）

地域密着型サービスのみを行う
事業者で、事業所・施設が同一
市町村内に所在する事業者（法
第115条の32第2項第4号）

都道府県

主たる事務所の所在
する都道府県

厚生労働省
老健局

事業所・施設が同一指定都市内
に所在する事業者（法第115条
の32第2項第3号）

事業所・施設が同一都道府県内
に所在する事業者（法第115条
の32第2項第1号）

事業所・施設が２以上の都道府
県に所在し、かつ、２以下の地方
厚生局の区域に所在する事業者
（法第115条の32第2項第2号）

事業所・施設が３以上の地方厚
生局の区域に所在する事業者
（法第115条の32第2項第5号）

【届出先】【届出先区分】【届出先】【届出先区分】

事業所・施設が同一中核市内に
所在する事業者（新法第115条
の32第2項第4号）

中核市

令和３年３月３１日まで 令和３年４月１日から

介護サービス事業者は、次の区分に応じ、当該各号に定める者に対し、業務管理
体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
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